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書陵部紀要第72号

　
「
宮
内
省
の
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
と
史
談
会
（
上
）」（『
書
陵
部
紀
要
』七
一
号
、二
〇
二

〇
年
）
で
は
、
宮
内
省
に
よ
る
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
の
展
開
過
程
と
、
宮
内
省
と
史
談
会

の
関
係
性
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
こ
れ
に
続
く
本
稿
（
下
）
で
は
、
宮
内
省
に
提
出
さ
れ

た
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
の
全
体
像
を
確
定
さ
せ
る
。

六　

特
命
四
家
の
編
纂
物
提
出

　

ま
ず
、
特
命
四
家
（【
第
一
グ
ル
ー
プ
】）
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
も
っ
と
も
、
特

命
四
家
の
提
出
物
に
つ
い
て
は
寺
尾
美
保
に
よ
っ
て
お
お
む
ね
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
）
1
（

、

そ
の
後
も
不
正
確
な
理
解
を
し
て
い
る
論
考
も
散
見
さ
れ
る
）
2
（

。
よ
っ
て
本
章
で
は
宮
内
省

史
料
や
大
名
華
族
側
史
料
か
ら
、
編
纂
物
提
出
最
終
段
階
の
経
緯
を
確
認
す
る
こ
と
に
す

る
。

　

編
纂
期
間
の
延
長
を
繰
り
返
し
た
特
命
四
家
で
あ
る
が
、
さ
す
が
に
十
二
年
も
経
過
す

る
と
、
宮
内
省
も
編
纂
完
了
を
迫
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇

〇
）
七
月
二
十
七
日
、
宮
内
大
臣
田
中
光
顕
は
特
命
四
家
に
対
し
て
四
回
目
の
三
ヶ
年
延

長
を
許
可
し
た
が
、
結
果
的
に
こ
れ
が
最
後
の
延
長
と
な
る
。
し
か
も
延
長
許
可
時
に
、

田
中
宮
内
大
臣
は
「
期
間
中
、
草
稿
ノ
侭
」
で
も
良
い
の
で
「
一
先
ッ
」
提
出
す
る
よ
う

指
令
し
て
お
り
）
3
（

、
事
業
終
了
へ
の
意
図
を
明
確
に
示
し
始
め
て
い
た
。
さ
ら
に
残
り
期
間

が
約
二
年
と
な
っ
た
翌
年
四
月
二
十
二
日
、
旧
藩
事
蹟
取
調
主
任
足
立
正
声
は
内
事
課
長

齋
藤
桃
太
郎
等
に
対
し
て
、
特
命
四
家
の
家
令
を
宮
内
省
に
呼
び
出
し
、
宮
内
大
臣
よ
り

こ
の
期
間
内
に
事
蹟
取
調
書
類
を
提
出
す
る
よ
う
「
親
敷
御
諭
達
」
す
べ
き
と
提
案
し
て

い
る
）
4
（

。
同
時
期
に
宮
内
省
は
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
の
八
回
目
の
延
長
を
不
許
可
に
し
て
い

た
が
、
こ
れ
と
連
動
し
た
判
断
で
あ
ろ
う
。
約
三
週
間
後
の
五
月
十
三
日
午
前
十
一
時
、

特
命
四
家
の
家
令
は
大
臣
官
房
に
呼
び
出
さ
れ
、
宮
内
大
臣
か
ら
期
限
内
に
「
必
ス
書
類

ヲ
呈
出
ス
ベ
キ
コ
ト
」）5
（

と
警
告
を
受
け
て
い
る
。
い
よ
い
よ
明
治
三
十
六
年
六
月
が
最
終

期
限
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
下
、
特
命
四
家
は
編
纂
事
業
の
終
局
に
向
け
て
動
き
出
す
。
最
初
に
編

纂
物
を
提
出
し
た
の
は
水
戸
徳
川
家
で
、
明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
日
、
侯
爵
徳
川
圀
順

名
義
で
宮
内
大
臣
に
「
水
戸
藩
史
料
」
上
編
三
五
冊
を
提
出
し
た
）
6
（

。

　

こ
の
動
き
を
受
け
た
六
月
二
十
三
日
、
毛
利
家
で
は
島
津
家
と
次
の
よ
う
な
交
渉
を
し

て
い
る
。

一
、
本
日
島
津
公
爵
家
ヨ
リ
宮
内
省
江
差
出
ス
書
類
之
件
ニ
就
き
中（中
原
邦
平
）

原
ニ
対
談
、
当

宮
内
省
の
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
と
史
談
会
　（
下
）

　

白
　
石
　
　
烈
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家
ニ
テ
モ
一
部
分
、
即
官
武
間
周
旋
記
ヲ
差
出
（
未
定
稿

ナ
ガ
ラ
）
ス
コ
ト
ヽ
セ
シ
ニ
就
き
、

島
津
家
ニ
於
テ
モ
其
一
部
分
ヲ
差
出
ス
コ
ト
ヽ
ナ
レ
リ
、
水
戸
家
ハ
本
月
中
ニ
全
部

差
出
ス
都
合
、
土
佐
山
内
家
ハ
如
何
ナ
ル
カ
、

又
、
中
原
手
許
ヨ
リ
家
扶
兼
常
ヘ
、
此
度
宮
内
省
ヘ
差
出
官
武
間
周
旋
始
末
進
達
書

草
稿
ヲ
差
出
ス
、
家
扶
ヨ
リ
答
ニ
、
家
政
協
議
人
ニ
示
シ
テ
本
書
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ニ

決
セ
リ
）
7
（

、

　

先
行
し
て
提
出
し
た
水
戸
徳
川
家
が
六
月
中
に
全
て
提
出
す
る
予
定
と
の
情
報
を
得
た

島
津
家
が
、
毛
利
家
に
相
談
を
持
ち
か
け
た
よ
う
だ
。
そ
の
結
果
、
毛
利
家
は
未
定
稿
の

ま
ま
で
は
あ
る
が
「
官
武
間
周
旋
始
末
」
を
宮
内
省
に
提
出
す
る
方
針
で
あ
る
と
回
答
し

て
い
る
。
島
津
家
も
そ
れ
に
同
調
し
て
「
一
部
分
」
で
あ
っ
て
も
提
出
す
る
こ
と
に
決
定

し
て
い
る
。
先
に
「
水
戸
藩
史
料
」
上
編
を
提
出
し
て
い
た
水
戸
徳
川
家
は
、
こ
の
六
月

に
「
水
戸
藩
史
料
」
下
編
、
九
月
三
十
日
に
「
水
戸
藩
史
料
」
別
記
と
三
段
階
に
分
け
、

「
水
戸
藩
史
料
」
全
八
七
冊
の
提
出
を
終
え
て
い
る
）
8
（

。

　

結
局
、
毛
利
家
は
島
津
家
に
回
答
し
た
通
り
、
六
月
三
十
日
に
中
原
邦
平
が
宮
内
省
に

赴
い
て
「
官
武
間
周
旋
始
末
二
十
七
冊
」
を
提
出
し
た
）
9
（

。

　

島
津
家
と
山
内
家
は
と
も
に
提
出
日
不
明
で
あ
る
が
、
島
津
家
か
ら
「
薩
藩
史
料
」
一

〇
冊
、
山
内
家
か
ら
「
土
佐
藩
政
録
」
六
冊
、「
東
征
記
」
三
冊
、「
北
征
記
」
一
冊
が
提

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
家
提
出
の
編
纂
物
は
明
治
天
皇
の
「
御
覧
済
」
と
な
っ
た
後
、

十
一
月
十
日
に
内
事
課
か
ら
図
書
寮
に
回
付
さ
れ
た
）
10
（

こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
天
覧

に
供
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
提
出
物
の
内
容
に
つ
い
て
は
不
十
分
な
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
そ
も

そ
も
、
先
の
島
津
家
と
毛
利
家
と
の
相
談
の
な
か
で
、
両
家
と
も
提
出
は
「
一
部
分
」
で

も
可
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
提
出
物
の
収
録
期
間
を
確
認
す
る
と
一
目
瞭
然
で
、
島
津
家

の
「
薩
藩
史
料
」）
11
（

は
、
お
お
む
ね
島
津
斉
彬
の
死
去
（
安
政
五
年（
一
八
五
八
））
で
終

わ
っ
て
い
る
。
毛
利
家
の
「
官
武
間
周
旋
始
末
」
は
安
政
五
年
八
月
の
い
わ
ゆ
る
戊
午
の

密
勅
か
ら
始
ま
り
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
正
月
で
記
述
を
終
え
て
い
る
。
宮
内
省
の

特
命
が
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
か
ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
の
編
纂
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
ち
ら
も
作
業
未
了
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

島
津
家
と
毛
利
家
の
双
方
が
「
一
部
分
」
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
も
提
出
す
る
こ
と
で

合
意
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、「
薩
藩
史
料
」
も
「
官
武
間
周
旋
始
末
」
も
、
宮
内

省
ヘ
の
提
出
物
と
し
て
予
定
通
り
完
成
し
た
も
の
で
は
な
く
、
複
数
あ
る
編
纂
物
の
な
か

か
ら
、
形
式
的
に
編
纂
終
了
と
い
え
る
代
替
物
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
宮
内
省
側
も
明
治
三
十
三
年
段
階
で
草
稿
の
ま
ま
で
も
可
と
し
て
い
た
た
め
か
、

問
題
視
す
る
こ
と
な
く
受
領
し
て
い
る
。

七　

旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
の
全
体
像

　

現
在
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
の
全
体
像
を

確
認
し
た
い
。
特
命
四
家
（【
第
一
グ
ル
ー
プ
】）
と
【
第
二
グ
ル
ー
プ
】
以
下
の
提
出
書

類
を
一
覧
に
し
た
の
が
【
表
①　

旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
目
録
】
で
あ
る
。
戦
前
の
提
出
リ

ス
ト
を
基
に
、
現
在
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
の
函
架
番
号
が
確
認
で
き
た
も
の
を
一
覧
に
し

た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
各
グ
ル
ー
プ
の
提
出
書
類
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

（
一
）
提
出
し
た
大
名
華
族

　

ま
ず
、「
朝
敵
藩
」
を
含
む
【
第
二
グ
ル
ー
プ
】
六
家
で
は
、
提
出
し
た
の
は
広
島
・

越
前
・
尾
張
の
三
家
で
あ
る
。
最
も
早
く
提
出
し
た
の
は
尾
張
徳
川
家
で
、
明
治
維
新
期
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の
藩
主
三
代
の
事
蹟
を
ま
と
め
た
「
三
世
紀
事
略
」
七
冊
で
あ
る
。
他
に
「
督
府
征
長
紀

事
」
も
提
出
予
定
と
あ
る
が
確
認
で
き
な
い
。
尾
張
徳
川
家
が
こ
れ
ほ
ど
迅
速
に
対
応
で

き
た
の
は
、
提
出
命
令
が
出
た
時
点
で
、
す
で
に
編
纂
で
き
て
い
た
史
料
を
提
出
し
た
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。「
三
世
紀
事
略
」
は
明
治
七
年
六
月
に
太
政
官
歴
史
課
に
提
出
し
た

藩
主
履
歴
書
を
そ
の
後
改
定
し
た
も
の
で
）
12
（

、
各
冊
に
押
し
て
あ
る
「
尾
張
徳
川
氏
図
書

記
」
の
印
は
尾
張
徳
川
家
の
蔵
書
印
で
あ
る
）
13
（

【
図
版
①
】。

　

そ
の
次
が
越
前
松
平
家
で
、
約
四
ヶ
月
後
に
「
昨
夢
記
事
」
一
五
冊
と
「
再
夢
記
事
」

二
冊
を
提
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
家
は
原
本
の
返
却
を
希
望
し
て
い
た
の
で
、
後
日

宮
内
省
か
ら
返
却
さ
れ
、
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
に
は
該
当
す
る
史
料
は
な
い
）
14
（

。

　

最
後
の
広
島
浅
野
家
は
提
出
ま
で
約
一
年
か
か
っ
て
い
る
の
で
、「
旧
広
島
藩
遺
事
」

五
冊
は
提
出
命
令
を
受
け
て
か
ら
浅
野
家
で
作
成
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
同
家
で
は
後

に
「
芸
藩
志
」）15
（

が
編
纂
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
【
第
三
グ
ル
ー
プ
】
六
家
の
う
ち
、
提
出
は
肥
後
藩
細
川
家
の
「
肥
後
藩
国
事
史
料
」

と
「
熊
本
藩
国
事
史
料
」（
合
計
三
六
冊
）
の
み
で
あ
る
。
収
録
年
代
は
嘉
永
六
年
か
ら

明
治
四
年
ま
で
と
宮
内
省
の
命
令
通
り
だ
が
、
提
出
年
月
日
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）

七
月
十
九
日
と
、
実
に
二
十
三
年
経
過
し
て
い
る
。
細
川
家
は
宮
内
省
の
意
図
に
反
し
て

長
期
編
纂
作
業
を
開
始
し
、
宮
内
省
が
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
を
終
了
さ
せ
た
後
も
編
纂
を

継
続
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
現
在
明
治
維
新
史
研
究
で
多
用
さ
れ
る
『
改
訂
肥

後
藩
国
事
史
料
』
一
〇
冊
）
16
（

は
、
大
正
二
年
完
成
の
「
肥
後
藩
国
事
史
料
」
を
文
字
通
り
改

訂
し
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
完
成
し
た
も
の
で
、
載
録
史
料
数
も
格
段
に
増
加
し

て
い
る
。

　
【
第
四
グ
ル
ー
プ
】
は
一
〇
家
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
幕
末
の
老
中
安
藤

信
正
を
輩
出
し
た
磐
城
平
藩
安
藤
家
は
、
旧
家
臣
の
手
記
の
み
を
提
出
し
た
た
め
か
、
別

途
公
文
書
簿
冊
に
綴
じ
込
ま
れ
て
お
り
、
狭
義
の
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
に
は
組
み
込
ま
れ

て
い
な
い
）
17
（

。
ま
た
、
佐
倉
藩
堀
田
家
提
出
の
「
外
国
一
件
書
類
」
等
四
一
冊
は
、
同
家
の

希
望
に
よ
り
返
却
さ
れ
た
た
め
、
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
に
は
存
在
し
な
い
）
18
（

。

　

こ
の
グ
ル
ー
プ
で
特
徴
的
な
の
が
加
賀
前
田
家
で
あ
る
。
同
家
の
提
出
物
が
「
旧
金
沢

藩
事
蹟
文
書
類
纂
」
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
「
加
賀
藩
北
越

軍
事
輯
録
」
な
ど
五
件
の
提
出
史
料
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
【
口
絵
Ａ
、
Ｂ
】。
前

田
家
も
細
川
家
の
よ
う
に
長
期
間
の
編
纂
作
業
を
行
っ
て
い
る
が
）
19
（

、
編
纂
が
完
了
し
た
分

か
ら
段
階
的
に
明
治
三
十
四
年
・
同
三
十
六
年
・
同
三
十
九
年
・
大
正
二
年
の
四
度
に
わ

た
っ
て
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
収
録
年
代
は
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
か
ら
明
治
四
年

ま
で
と
、
宮
内
省
の
命
令
よ
り
広
範
囲
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
史
談
会
の
「
近
世
歴

史
綱
領
」
に
規
定
さ
れ
た
始
期
（
孝
明
天
皇
誕
生
の
天
保
二
年
）
に
準
拠
し
た
結
果
で
）
20
（

、

加
賀
前
田
家
が
史
談
会
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
編
纂
し
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
も
あ
る
。

　

篠
山
藩
青
山
家
の
提
出
書
類
「
維
新
前
後
朝
幕
記
録
雑
纂
」
は
一
〇
〇
冊
を
超
え
る
史

料
群
で
あ
る
。「
奥
羽
事
件
」「
行
政
官
達
留
」「
巷
説
・
風
聞
」
な
ど
、
内
容
分
類
さ
れ

て
当
時
の
様
々
な
史
料
が
筆
写
さ
れ
て
い
る
。
同
家
に
お
け
る
編
纂
過
程
の
実
態
は
い
か



（ 69 ）

宮内省の旧藩事蹟取調事業と史談会　（下）

な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
他
、
松
前
家
の
提
出
書
類
で
は
、
幕
末
の
老
中
松
前
崇
広
の
事
蹟
に
触
れ
な
い
内

容
の
も
の
が
提
出
さ
れ
て
い
る
）
21
（

。
松
前
崇
広
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
九
月
の
兵
庫
先

期
開
港
を
め
ぐ
る
混
乱
か
ら
、
朝
廷
か
ら
官
位
剥
奪
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
こ
れ
と
の
関

係
性
が
推
測
さ
れ
る
）
22
（

。
同
じ
く
幕
末
期
に
京
都
所
司
代
や
老
中
を
務
め
た
稲
葉
正
邦
が
当

主
で
あ
る
淀
藩
稲
葉
家
で
は
、
簡
略
な
年
譜
程
度
の
「
旧
淀
藩
国
事
関
係
書
抜
調
記
」
一

冊
を
提
出
し
て
い
る
。
同
家
の
史
料
群
に
つ
い
て
も
、
廃
藩
置
県
の
際
に
紛
失
し
て
現
存

し
な
い
と
回
答
し
て
い
る
が
、
現
在
に
伝
わ
る
淀
稲
葉
家
文
書
）
23
（

の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、

積
極
的
な
史
料
提
出
を
避
け
た
と
判
断
で
き
よ
う
。

　

弘
前
藩
津
軽
家
が
提
出
し
た
「
弘
前
藩
記
事
」）24
（

全
一
六
冊
は
、
約
六
年
間
の
編
纂
期
間

を
経
て
い
る
。
た
だ
し
、
明
治
元
年
・
二
年
の
戊
辰
戦
争
に
関
す
る
記
載
は
、
す
で
に
太

政
官
修
史
局
等
に
提
出
し
た
記
録
と
重
複
す
る
の
で
省
略
し
た
と
あ
る
。
周
知
の
こ
と
だ

が
、
明
治
初
期
か
ら
政
府
は
修
史
事
業
の
た
め
に
大
名
華
族
等
か
ら
複
数
回
関
係
史
料
を

提
出
さ
せ
て
い
る
）
25
（

。
津
軽
家
は
こ
れ
ら
と
の
重
複
を
避
け
て
編
纂
し
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
既
述
し
た
松
前
家
の
提
出
書
類
の
う
ち
、「
明
治
二
年　

諸
願
伺
届
書
」
に
も
、
明

治
八
年
十
月
十
三
日
に
政
府
の
正
院
記
録
課
に
「
御
布
達
書
并
諸
願
届
伺
書
写
」
を
提
出

し
た
こ
と
を
示
す
記
載
が
み
ら
れ
る
【
図
版
②
】。

　

明
治
二
十
年
代
の
大
名
華
族
の
修
史
事
業
に
対
す
る
対
応
を
検
討
す
る
に
は
、
明
治
初

期
か
ら
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
【
第
五
グ
ル
ー
プ
】
は
提
出
ゼ
ロ
で
あ
る
。

　
【
第
六
グ
ル
ー
プ
】
は
吉
井
藩
（
矢
田
藩
）・
尼
ヶ
崎
藩
・
膳
所
藩
か
ら
の
提
出
が
確
認

で
き
る
。
そ
の
う
ち
膳
所
藩
本
多
家
に
つ
い
て
は
書
類
が
後
日
返
却
さ
れ
た
の
か
所
在
が

確
認
で
き
な
い
。

　
【
第
七
グ
ル
ー
プ
】
は
一
宮
藩
・
七
戸
藩
・
小
見
川
藩
・
村
岡
藩
・
大
野
藩
の
五
家
だ

が
、
七
戸
藩
の
提
出
書
類
は
返
却
さ
れ
て
い
る
。

　
【
第
八
グ
ル
ー
プ
】
も
提
出
ゼ
ロ
で
あ
る
。

（
二
）
提
出
し
な
か
っ
た
大
名
華
族

　
【
表
②　

旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
の
未
提
出
一
覧
】
は
、
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
を
宮
内
省

に
提
出
し
な
か
っ
た
大
名
華
族
の
一
覧
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
【
表
①
】
と
合
わ
せ
た

大
名
華
族
が
、
宮
内
省
か
ら
命
令
を
受
け
た
大
名
華
族
の
全
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
【
表
②
】
で
確
認
し
て
い
く
と
、
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
を
宮
内
省
に
提
出
し
な
か
っ
た

大
名
華
族
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の
未
提
出
の
家
で
も
、
宮
内
大
臣
に
宛
て
て
該
当
書
類

が
存
在
し
な
い
こ
と
を
返
答
す
る
な
ど
、
何
ら
か
の
反
応
を
示
し
た
家
が
あ
る
一
方
、
宮

内
大
臣
宛
の
回
答
す
ら
確
認
で
き
な
い
家
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
う
ち
、
宮
内
大
臣
宛
の
回
答
内
容
か
ら
提
出
し
な
か
っ
た
理
由
を
確
認
し
て
み
る
。

ま
ず
、
戊
辰
戦
争
で
焼
失
し
た
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
る
奥
羽
越
の
旧
藩
（
庄
内
藩
。№

12
）・
長
岡
藩
（
№
44
）・
村
上
藩
（
№
55
）・
新
庄
藩
（
№
79
）・
本
庄
藩
（
№
82
）・
天

童
藩
（
№
102
）・
亀
田
藩
（
№
104
）
や
、
西
南
戦
争
に
よ
る
焼
失
を
理
由
に
す
る
人
吉
藩

（
№
70
）
が
あ
る
。
藩
主
板
倉
勝
静
が
幕
府
老
中
だ
っ
た
高
梁
藩
（
備
中
松
山
。№
50
）
は
、
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板
倉
が
戊
辰
戦
争
時
に
転
戦
し
て
抵
抗
し
た
た
め
、
藩
が
処
分
を
受
け
た
際
に
紛
失
し
た

と
回
答
し
て
い
る
。

　

次
に
目
立
つ
の
が
版
籍
奉
還
や
廃
藩
置
県
で
、
県
庁
等
に
書
類
を
引
き
継
い
だ
た
め
所

蔵
し
て
い
な
い
と
す
る
の
が
上
田
藩
（
№
49
）・
上
ノ
山
藩
（
№
110
）・
松
本
藩
（
№

113
）・
琉
球
藩
（
№
122
）・
高
槻
藩
（
№
153
）・
狭
山
藩
（
№
176
）・
烏
山
藩
（
№
180
）・
荻

野
山
中
藩
（
№
201
）・
佐
野
藩
（
№
219
）。
同
じ
廃
藩
置
県
で
も
混
乱
に
よ
る
紛
失
と
し
て

い
る
の
が
、
郡
山
藩
（
№
27
）・
掛
川
藩
（
№
42
）・
忍
藩
（
№
53
）・
龍
岡
藩
（
№
62
）・

上
総
鶴
舞
藩
（
№
116
）・
今
治
藩
（
№
125
）・
庭
瀬
藩
（
№
132
）・
舞
鶴
藩
（
丹
後
田
辺
。№

138
）・
神
戸
藩
（
№
161
）・
上
総
鶴
牧
藩
（
№
163
）・
芝
村
藩
（
№
199
）・
小
幡
藩
（
№

202
）・
牛
久
藩
（
№
224
）・
田
原
藩
（
№
237
）・
七
日
市
藩
（
№
259
）
と
多
い
。

　

平
時
に
お
け
る
火
災
を
理
由
と
す
る
の
が
宇
和
島
藩
（
№
８
）・
柳
河
藩
（
№
23
）・
鯖

江
藩
（
№
46
）・
上
野
安
中
藩
（
№
66
）・
清
末
藩
（
№
92
）・
大
多
喜
藩
（
№
100
）・
丸
亀

藩
（
№
123
）・
岩
槻
藩
（
№
133
）・
高
瀬
藩
（
熊
本
新
田
。№
148
）・
蓮
池
藩
（
№
154
）・
日

出
藩
（
№
187
）・
山
上
藩
（
№
193
）・
小
野
藩
（
№
216
）・
高
知
新
田
藩
（
№
220
）・
山
家
藩

（
№
225
）・
棚
倉
藩
（
川
越
。№
260
）
で
、
水
害
に
よ
る
消
失
が
岡
田
藩
（
№
181
）
で
あ
る
。

　

他
に
運
搬
船
の
遭
難
を
理
由
に
挙
げ
る
の
が
長
島
藩
（
№
166
）
と
多
度
津
藩
（
№
170
）

で
あ
る
。

　

他
は
お
お
む
ね
宮
内
省
命
令
の
条
件
（
国
事
・
時
勢
に
関
す
る
も
の
。秘
密
に
属
す
る
も

の
）
に
合
致
す
る
書
類
は
な
い
と
回
答
し
て
い
る
の
で
、
間
接
的
に
文
書
類
を
所
蔵
し
て

い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
他
、【
表
②
】
の
回
答
内
容
欄
に
記
載
が
な
い
家
は
、
宮
内
大
臣
宛
の
回
答
す
ら

確
認
で
き
な
い
家
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
提
出
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
す
べ
て
額
面
通
り
受
け
取
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
、
明
治
五
年
の
火
災
に
よ
る
消
失
を
理
由
に
挙
げ
た
宇
和
島
藩
だ
が
、
公

益
財
団
法
人
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
に
現
存
す
る
宇
和
島
伊
達
家
文
書
の
存
在
か
ら
事

実
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
史
談
会
本
に
は
部

分
的
と
は
い
え
「
伊
達
宗
城
日
記
」
の
写
本
）
26
（

が
存
在
す
る
な
ど
、
当
時
非
常
に
貴
重
な
史

料
が
残
さ
れ
、
旧
藩
事
蹟
取
調
所
に
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
宇

和
島
伊
達
家
は
宮
内
省
に
対
し
て
は
書
類
が
存
在
し
な
い
と
回
答
し
つ
つ
、
史
談
会
の
活

動
で
は
自
家
の
史
料
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、【
表
②
】
の
「
明
治
六
年
五
月
八
日
提
出
命
令
の
家
記
」
欄
に
注
目
し
て
ほ

し
い
。
皇
城
炎
上
に
よ
っ
て
多
数
の
所
蔵
史
料
を
焼
失
し
た
直
後
、
政
府
は
大
政
奉
還
か

ら
戊
辰
戦
争
（
東
北
戦
争
）
ま
で
の
記
録
提
出
を
大
名
華
族
に
命
じ
る
が
、
そ
れ
に
応
じ

た
藩
と
提
出
史
料
名
の
一
覧
で
あ
る
。
現
在
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
か
ら
ほ
ぼ
全
大
名
が
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
戊
辰
戦

争
前
後
に
限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
廃
藩
置
県
後
も
自
家
の
活
動
を
記
録
し
た
史
料
が
大

名
華
族
家
に
は
残
さ
れ
て
い
た
証
拠
と
な
る
。
こ
の
点
を
意
識
し
て
い
た
の
が
大
垣
藩

（
№
24
）
で
、
政
府
に
既
提
出
の
史
料
以
上
の
も
の
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
明
治
六
年
当
初
に
戊
辰
戦
争
時
の
記
録
を
こ
ぞ
っ
て

提
出
し
た
大
名
華
族
家
が
、
明
治
二
十
年
代
に
な
る
と
史
料
提
出
に
対
し
て
き
わ
め
て
消

極
的
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
。

　

な
お
、
理
由
の
当
否
は
措
く
と
し
て
も
、
廃
藩
置
県
が
藩
政
史
料
に
与
え
た
影
響
は
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
旧
大
名
家
か
ら
所
蔵
史
料
が
散
逸
し

た
事
例
は
報
告
さ
れ
て
い
る
し
）
27
（

、
な
か
に
は
実
際
に
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
藩
政
史
料
を
、

後
年
に
旧
藩
士
が
回
収
し
た
肥
後
藩
細
川
家
の
事
例
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
）
28
（

。
県
庁
史

料
と
藩
政
史
料
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
今
後
分
析
対
象
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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（
三
）
編
纂
し
た
が
提
出
し
な
か
っ
た
大
名
華
族

　

旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
の
提
出
が
確
認
で
き
な
い
藩
の
な
か
で
も
、
実
は
編
纂
物
を
作
成

し
て
い
た
家
が
確
認
で
き
る
。【
第
三
グ
ル
ー
プ
】
の
岡
山
藩
池
田
家
は
宮
内
大
臣
宛
の

回
答
も
な
い
が
、
現
在
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
岡
山
池
田
家
文
庫
の
「
修

史
草
按
」
と
「
史
料
草
按
」（
合
計
二
九
冊
）
は
、
編
纂
開
始
時
期
（
明
治
二
十
四
年
）

や
収
録
年
次
（
嘉
永
六
年
〜
明
治
四
年
）
か
ら
考
え
て
、
宮
内
省
命
令
に
対
す
る
編
纂
物

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
完
成
時
期
が
明
治
三
十
六
年
以
降
と
さ
れ
て
い
る
の
で
）
29
（

、
宮
内

省
が
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
を
終
了
し
た
後
に
完
成
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

福
岡
藩
黒
田
家
は
、「
綱
領
」（
全
二
二
冊
））30
（

を
編
纂
し
て
い
る
が
、
収
録
年
次
が
天
保

元
年
か
ら
明
治
四
年
ま
で
な
の
で
、
史
談
会
の
「
近
世
史
料
綱
領
」
に
準
拠
し
て
編
纂
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、「
綱
領
」
が
完
成
体
な
の
か
、
さ
ら
に
編
纂
物
を
作
成
す

る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
不
明
だ
が
、
宮
内
省
に
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
福
岡
藩
黒
田
家

側
に
は
最
初
に
宮
内
省
の
命
令
を
受
領
し
た
際
、
家
従
が
史
談
会
の
存
在
を
合
わ
せ
て
次

の
よ
う
に
解
釈
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

今
般
御
達
之
御
都
合
ハ　

聖
上
ヨ
リ　

先
帝
即
孝
明
天（
マ
マ
）王

ノ
御
伝
、
併
セ
テ
其
ノ
際

之
真
正
完
全
ノ
歴
史
御
編
纂
ノ　

叡
慮
ヨ
リ
起
リ
候
御
都
合
ノ
由
ニ
付
、
其
為
メ
史

談
協
会
ノ
名
唱
ニ
テ
維
新
前
後
敵
味
方
ノ
旧
藩
と
混
同
集
会
致
シ
、
右
御
編
纂
ノ
原

書
類
一
切
取
集
メ
、
協
会
衆
議
ノ
上
、
大
記
録
御
編
成
ノ
御
美
挙
ヲ
賛
成
シ
奉
ラ
ン

ト
ノ
コ
ト
）
31
（

、

　

つ
ま
り
、
宮
内
省
の
命
令
は
明
治
天
皇
の
「
真
正
完
全
ノ
歴
史
」
を
編
纂
す
る
意
図
の

も
と
に
伝
達
さ
れ
た
こ
と
、
史
談
会
は
明
治
維
新
の
「
敵
味
方
ノ
旧
藩
」
が
集
会
し
て

「
大
記
録
」
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
維
新
の
対
立
を
超
え
た
歴
史
編
纂
を
明
治
天
皇
の
叡
慮
と
す
る
解
釈
を
、
大
名
華
族

家
側
で
持
つ
者
が
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
例
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
福
岡
藩
内
の
対
立
こ
そ
が
黒
田
家
の
維
新
史
編
纂
を
困
難
に
さ
せ
た
こ

と
）
32
（

を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
期
待
と
宮
内
省
に
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
の
関
係
性
の

解
明
は
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
）
33
（

。

　
【
第
四
グ
ル
ー
プ
】
の
棚
倉
藩
（
阿
部
家
）
も
宮
内
省
に
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
を
提
出

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
同
家
で
は
も
と
も
と
近
世
以
来
の
歴
史
を
「
温
古
録
」（
全
四

冊
）
と
し
て
編
纂
し
て
い
た
。
宮
内
省
の
命
令
を
受
け
た
阿
部
家
は
、
こ
の
「
温
古
録
」

シ
リ
ー
ズ
に
追
加
す
る
形
で
、
明
治
維
新
時
の
歴
史
を
新
た
に
「
温
古
録
」
五
〜
十
と
し

て
編
纂
し
た
よ
う
で
あ
る
。「
温
古
録
」
五
の
冒
頭
に
は
「
天
保
二
辛
卯
年
ヨ
リ
明
治
四

辛
未
年
ニ
至
ル
マ
テ
旧
藩
ニ
於
テ
国
事
ニ
鞅
掌
セ
シ
始
末
下
調
」）34
（

と
あ
る
の
で
、
宮
内
省

の
命
令
に
応
じ
た
編
纂
事
業
の
成
果
物
（
草
稿
）
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
全
六
冊

の
収
録
年
次
は
天
保
二
年
二
月
か
ら
明
治
四
年
十
二
月
ま
で
と
、
史
談
会
の
「
近
世
史
料

綱
領
」
に
即
し
た
編
纂
に
な
っ
て
い
る
。
宮
内
省
に
未
提
出
と
な
っ
た
理
由
は
判
然
と
し

な
い
が
、
阿
部
家
は
明
治
二
十
八
年
頃
か
ら
三
十
五
年
頃
に
か
け
て
、
史
談
会
を
通
じ
て

旧
藩
主
阿
部
正
外
の
官
位
復
旧
嘆
願
運
動
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
の
典
拠
史
料
と
し

て
「
事
蹟
考
草
按
」
を
編
纂
し
、
史
談
会
に
提
出
し
て
い
る
）
35
（

。
幕
末
の
老
中
阿
部
正
外
は
、

松
前
藩
主
で
老
中
松
前
崇
広
と
同
様
、
慶
応
元
年
九
月
の
兵
庫
港
先
期
開
港
を
め
ぐ
っ
て

朝
廷
か
ら
官
位
を
剥
奪
さ
れ
て
い
た
。
結
果
的
に
阿
部
家
の
嘆
願
は
実
現
し
な
い
が
、
少

な
く
と
も
阿
部
家
は
旧
主
復
権
の
た
め
に
史
談
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
力
点
を
置

い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
四
）
別
ル
ー
ト
で
提
出
し
た
藩
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最
後
に
、
宮
内
省
の
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
の
一
環
と
し
て
で
は
な
い
が
、
宮
内
省
に
編

纂
物
を
提
出
し
た
家
に
触
れ
て
お
く
。

　

注
目
す
べ
き
は
【
第
二
グ
ル
ー
プ
】
の
会
津
松
平
家
で
あ
る
。
本
稿
（
上
）
で
も
述
べ

た
が
、
宮
内
省
命
令
が
下
さ
れ
た
明
治
二
十
二
年
七
月
、
宮
内
大
臣
土
方
久
元
か
ら
別
途

「
口
達
」
に
て
、
旧
藩
主
松
平
容
保
が
京
都
守
護
職
在
職
中
に
孝
明
天
皇
か
ら
下
賜
さ
れ

た
宸
翰
を
宮
内
省
に
提
出
し
、
明
治
天
皇
の
御
覧
に
供
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
七

月
二
十
日
、
松
平
容
保
は
宸
翰
を
宮
内
大
臣
邸
に
持
参
し
提
出
し
て
い
る
）
36
（

。
天
覧
に
供
さ

れ
た
宸
翰
四
件
五
通
は
明
治
天
皇
か
ら
謄
写
が
命
じ
ら
れ
、
完
了
後
に
松
平
容
保
に
返
却

さ
れ
た
）
37
（

。
写
さ
れ
た
孝
明
天
皇
宸
翰
は
、
前
年
六
月
十
四
日
に
島
津
家
か
ら
提
出
さ
れ
た

島
津
久
光
宛
の
孝
明
天
皇
宸
翰
写
と
と
も
に
、
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
と
し
て
管
理
さ
れ

て
い
る
の
で
）
38
（

、
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
と
は
別
の
扱
い
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、

宮
内
大
臣
の
口
達
は
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
と
は
別
の
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
と
判
断
で

き
、
換
言
す
れ
ば
明
治
天
皇
の
私
的
な
側
面
が
強
い
命
令
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、【
第
四
グ
ル
ー
プ
】
の
津
藩
藤
堂
家
も
宮
内
大
臣
へ
の
回
答
が
確
認
で
き
な
い
。

し
か
し
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
に
は
「
旧
津
藩
近
世
事
蹟
」（
全
九
冊
）
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
第
一
冊
の
冒
頭
に
「
己
亥
三
月
」（
明
治
三
十
二
年
三
月
）
付
で
「
本
書

ハ
明
治
廿
四
年
六
月
、
宮
内
省
ノ
御
沙
汰
書
ニ
基
キ
、
旧
津
藩
ニ
於
テ
嘉
永
六
年
癸
丑
以

来
明
治
四
年
辛
未
七
月
ニ
至
ル
ノ
際
、
国
事
ニ
鞅
掌
ス
ル
事
蹟
ヲ
調
査
編
集
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
」）39
（

と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
宮
内
省
の
命
令
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
。
明
治
三
十
二
年
三
月
が
全
体
の
完
成
月
な
の
か
、
第
一
冊
の
み
の
完
成
時
期
な
の

か
判
然
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
が
終
了
し
た
明
治
三
十
四
年
十

二
月
段
階
で
は
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
の
リ
ス
ト
中
に
確
認
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
、
旧
藩

事
蹟
取
調
書
類
と
は
把
握
さ
れ
ず
に
宮
内
省
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

松
代
藩
真
田
家
も
宮
内
大
臣
宛
の
回
答
が
確
認
で
き
な
い
が
、
明
治
二
十
六
年
十
二
月

二
十
五
日
付
で
伯
爵
真
田
幸
民
が
『
松
代
藩
勤
王
事
略
私
記
』
二
冊
の
献
上
を
宮
内
大
臣

に
願
い
出
て
い
る
。
こ
れ
は
認
め
ら
れ
、
一
冊
は
明
治
天
皇
に
献
上
さ
れ
、
一
冊
は
図
書

寮
備
本
と
さ
れ
て
い
る
）
40
（

。
同
書
は
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
松
代
藩
の
功
績
を
強
調
す
る
目
的

で
複
数
の
旧
松
代
藩
士
が
編
纂
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
41
（

。【
第
一

グ
ル
ー
プ
】
の
提
出
物
以
外
で
天
覧
に
供
さ
れ
た
も
の
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
結
果
的
に
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
の
枠
組
み
を
は
ず
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
明
治

天
皇
と
の
回
路
を
確
保
し
た
よ
う
に
も
み
え
る
。

お
わ
り
に

　

大
名
華
族
か
ら
宮
内
省
に
提
出
さ
れ
た
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
は
、
そ
の
後
宮
内
省
図
書

寮
の
整
理
基
準
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
た
め
、
史
料
群
と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
維
持
さ
れ

て
い
な
い
。
今
回
、
宮
内
省
公
文
書
に
残
さ
れ
た
整
理
前
の
目
録
と
の
照
合
作
業
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
の
全

体
像
を
初
め
て
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
の
結
果
、
宮
内
省
に
提
出
さ
れ
た
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な

い
規
模
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
明
治
初
年
に
は
各
大
名
家
が
戊
辰
戦
争
時

の
記
録
を
政
府
に
提
出
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
二
十
年
弱
の
間
に
大
名
華
族
側

に
何
ら
か
の
意
識
変
化
が
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。
明
治
初
年
か
ら
の
動
向
を
も

視
野
に
入
れ
た
分
析
が
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
本
稿
（
上
）
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
に
つ
い
て
は
宮
内

省
よ
り
も
史
談
会
の
中
心
と
な
っ
た
一
部
の
大
名
華
族
の
方
が
積
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
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に
加
え
て
、
本
稿
（
下
）
で
は
宮
内
省
に
提
出
し
て
い
な
く
て
も
史
談
会
に
史
料
提
供
し

て
い
た
大
名
華
族
の
例
も
確
認
で
き
た
。
同
時
に
、
表
向
き
何
の
反
応
も
示
し
て
い
な
い

よ
う
に
み
え
な
が
ら
も
、
内
部
で
は
編
纂
物
を
作
成
し
て
い
た
例
も
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
は
大
名
華
族
側
が
宮
内
省
の
提
出
命
令
や
史
談
会
の
協
力
要
請
を
独
自
に
解
釈

し
、
自
家
に
と
っ
て
よ
り
良
い
目
的
に
読
み
替
え
て
対
応
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宮
内
省
の
旧
藩
事
蹟
取
調
事
業
が
直
接
・
間
接
に
与
え
た
影
響
に

つ
い
て
、
今
後
は
各
地
に
残
さ
れ
た
大
名
華
族
家
史
料
の
中
か
ら
旧
藩
事
蹟
取
調
関
係
の

も
の
を
調
査
し
、
相
互
に
比
較
す
る
作
業
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ

う
。

註（
1
）　

寺
尾
美
保
「
明
治
期
島
津
家
に
お
け
る
家
史
編
纂
事
業
―
大
名
華
族
に
よ
る
「
国
事
鞅
掌
」

始
末
取
調
―
」（
松
沢
裕
作
編
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』（
山
川
出
版
社
、
二

〇
一
五
年
））。

（
2
）　

三
谷
博
『
日
本
史
の
な
か
の
「
普
遍
」
―
比
較
か
ら
考
え
る
「
明
治
維
新
」
―
』（
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）
第
十
二
章
「
研
究
史
の
反
省
―
維
新
の
政
治
史
―
」。
毛
利
家

の
提
出
物
を
『
防
長
回
天
史
』
と
す
る
な
ど
不
正
確
な
記
載
に
な
っ
て
い
る
。

（
3
）　

内
事
課
「
明
治
二
十
六
〜
四
十
三
年　

殉
難
者
及
旧
藩
事
蹟
取
調
録
」（
宮
内
庁
書
陵
部

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
五
三
四
）、
明
治
三
十
三
年
第
一
号
文
書
。

（
4
）　

前
掲
「
明
治
二
十
六
〜
四
十
三
年　

殉
難
者
及
旧
藩
事
蹟
取
調
録
」、
明
治
三
十
四
年
第

二
号
文
書
。

（
5
）　

同
右
。

（
6
）　
「
明
治
天
皇
内
廷
御
書
類
目
録　

第
一
種
詳
細
目
録
」
十
一
（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文

書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
三
七
二
二
一
）。

（
7
）　
「[

毛
利
家
編
輯
所]

記
録
整
理
掛
日
記
」
二
（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
。
請
求
番
号
一
九
日

記
五
八
）
明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
三
日
条
。
以
下
、
引
用
史
料
は
常
用
字
体
を
使
用
し
、
適

宜
読
点
・
傍
線
を
付
し
た
。

（
8
）　

石
井
裕
「
水
戸
藩
史
料
の
編
纂
と
徳
川
斉
昭
の
贈
位
―
明
治
期
に
お
け
る
水
戸
藩
の
顕
彰

│
」（
羽
賀
祥
二
編
『
近
代
日
本
の
歴
史
意
識
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
））。

（
9
）　

前
掲
「﹇
毛
利
家
編
輯
所
﹈
記
録
整
理
掛
日
記
」
二
、
明
治
三
十
六
年
六
月
三
十
日
条
。

（
10
）　

図
書
寮
「
明
治
三
十
三
〜
三
十
七
年　

図
書
録
」（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。

識
別
番
号
九
九
〇
二
七
八
）、明
治
三
十
七
年
第
四
号
文
書
。
毛
利
家
の
提
出
物
の
名
称
が
「
旧

藩
史
稿
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
毛
利
家
文
書
と
の
照
合
の
結
果
、
正
し
く
は
「
官
武
間
周
旋
始

末
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

（
11
）　

な
お
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
島
津
家
本
に
含
ま
れ
る
「
薩
藩
史
料　

斉
彬
公
」
全
一

〇
冊
（
請
求
記
号 

島
津
家
本
│
さ
Ⅱ
│
一
四
│
六
）
は
、
字
句
修
正
が
あ
る
こ
と
、
挿
図
が

省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
宮
内
省
提
出
本
の
最
終
稿
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）　

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
『
校
訂
復
刻　

名
古
屋
叢
書
』
五　

記
録
編
（
二
）（
愛
知
県

郷
土
資
料
刊
行
会
、
一
九
八
三
年
復
刻
。
初
版
は
一
九
六
二
年
）。

（
13
）　

徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
員
藤
田
英
昭
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
書
陵

部
蔵
書
印
譜
』
下
（
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
）
二
〇
四
〜
二
〇
五
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
14
）　

た
だ
し
、
旧
藩
事
蹟
取
調
書
類
と
は
来
歴
が
異
な
る
史
料
群
だ
が
、
三
条
公
行
実
編
輯
掛

旧
蔵
本
に
「
再
夢
記
事
」
一
冊
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。

識
別
番
号
八
一
九
七
九
。
旧
函
架
番
号
二
五
三
│
一
七
四
）。

（
15
）　

橋
本
素
助
・
川
合
鱗
三
編
『
芸
藩
志
』
全
二
一
巻
（
文
献
出
版
、
一
九
七
七
年
〜
一
九
七

八
年
）
と
し
て
影
印
版
が
復
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　

細
川
家
編
纂
所
編
『
改
訂
肥
後
藩
国
事
史
料
』
一
〜
十
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
復

刻
。
初
版
は
一
九
三
二
年
）。

（
17
）　

内
事
課
「
明
治
二
十
四
年　

殉
難
者
及
旧
藩
事
蹟
取
調
録
」（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文

書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
五
三
二
）、
第
三
号
文
書
。

（
18
）　

た
だ
し
、
こ
れ
も
三
条
公
行
実
編
輯
掛
旧
蔵
本
と
し
て
「
堀
田
正
睦
外
国
掛
中
書
類
」
全

四
一
冊
が
あ
る
（
識
別
番
号
七
五
七
六
〇
〜
七
五
八
〇
〇
。
旧
函
架
番
号
二
五
三
│
五
三
）。
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明
治
二
十
二
年
写
。

（
19
）　

前
田
家
の
編
纂
担
当
者
名
や
履
歴
に
つ
い
て
は
、
宮
下
和
幸
「「
勤
王
」
が
地
域
に
も
た

ら
し
た
も
の
│
近
代
に
お
け
る
「
旧
藩
」
の
編
纂
事
業
と
そ
の
叙
述
│
」（
加
賀
藩
研
究
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
編
『
加
賀
藩
政
治
史
研
究
と
史
料
』
岩
田
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

（
20
）　

前
田
家
が
最
初
に
提
出
し
た
明
治
三
十
四
年
五
月
八
日
付
の
「
旧
金
沢
藩
事
蹟
文
書
類
纂

進
呈
具
申
書
」
に
は
、「
同
様
蒙
御
達
候
旧
藩
諸
家
ノ
委
員
」
に
よ
る
「
先
帝
御
降
誕
之
際
ヲ

以
テ
、
蒐
集
史
料
ノ
起
原
ト
為
ス
ヘ
シ
」
と
の
「
商
議
」
結
果
に
基
づ
い
た
と
明
記
し
て
い
る

（「
旧
金
沢
藩
事
蹟
文
書
類
纂
」
前
編
一
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番
号
四
五

五
│
六
））。
そ
の
た
め
、
同
書
の
凡
例
に
「
本
書
所
載
ノ
旧
記
文
書
類
ハ
、
一
ニ
宮
内
省
ノ
命

令
ニ
本
ツ
キ
、
史
談
会
議
定
ノ
史
料
収
集
例
目
ニ
拠
ル
」
と
さ
れ
た
（「
旧
金
沢
藩
事
蹟
文
書

類
纂
完
成
具
申
書
」（「
旧
金
沢
藩
事
蹟
文
書
類
纂
」
首
巻
））。

（
21
）　

松
前
町
史
編
集
室
編
『
松
前
町
史
』
史
料
編
一
（
松
前
町
、
一
九
七
四
年
）
に
、
底
本
は

異
な
る
が
「
戦
争
御
届
書
」
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　

た
だ
し
、
松
前
家
は
後
に
史
談
会
と
連
携
し
な
が
ら
松
前
崇
広
の
名
誉
回
復
を
図
り
、
そ

の
た
め
の
史
料
と
し
て
「
北
門
史
綱
」
一
六
冊
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番

号
二
七
三
│
九
）
を
宮
内
省
に
提
出
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
23
）　

国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
「
淀
稲
葉
家
文
書
」。
日
本
史
籍
協
会
叢
書
『
淀
稲
葉
家
文
書
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
復
刻
。
初
版
は
一
九
二
六
年
）。

（
24
）　

弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
の
同
名
史
料
が
、
坂
本
寿
夫
編
『
弘
前
藩
記
事
』
一
〜
五
（
北
方

新
社
、
一
九
八
七
年
〜
一
九
九
四
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
宮
内
省
提
出
本
と
細
部
に

異
な
る
部
分
も
あ
る
。

（
25
）　

宮
地
正
人
「
政
治
と
歴
史
学
│
明
治
期
の
維
新
史
研
究
を
手
掛
り
と
し
て
│
」（
西
川
正

雄
・
小
谷
汪
之
編
『
現
代
歴
史
学
入
門
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
））。

（
26
）　
「
御
手
留
日
記
」
一
〜
三
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
請
求
記
号 

史
談
会
本
│
史
談

会
│
四
五
三
〜
四
五
五
）。
採
録
年
次
は
慶
応
三
年
十
月
三
日
か
ら
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）

二
月
十
二
日
ま
で
。

（
27
）　

前
掲
宮
下
「「
勤
王
」
が
地
域
に
も
た
ら
し
た
も
の
」。

（
28
）　

稲
葉
継
陽
「
熊
本
大
学
寄
託
永
青
文
庫
細
川
家
史
資
料
の
構
成
と
歴
史
的
位
置
」（
森
正

人
・
稲
葉
継
陽
編
『
細
川
家
の
歴
史
資
料
と
書
籍
│
永
青
文
庫
資
料
論
│
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
三
年
））。

（
29
）　

岡
山
大
学
附
属
図
書
館
編
『
改
訂
増
補　

池
田
家
文
庫
マ
イ
ク
ロ
版
史
料
目
録
』
総
記

（
一
九
九
二
年
）
解
説
一
七
頁
。

（
30
）　

福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
黒
田
家
文
書
。「
綱
領
」
の
全
文
は
、
川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書

を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
七
（
上
）（
文
献
出
版
、
一
九
八
四
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て

い
る
。

（
31
）　

明
治
二
十
四
年
三
月
十
八
日
付
西
川
護
・
真
藤
利
明
宛
家
従
松
原
方
直
書
状
（「〔
旧
藩
事

蹟
書
類
取
調
関
係
史
料
綴
〕」（
九
州
歴
史
資
料
館
所
蔵
。
福
岡
藩
関
係
史
料
二
四
二
））。

（
32
）　

日
比
野
利
信
「
維
新
の
記
憶
│
福
岡
藩
を
中
心
と
し
て
│
」（
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明

治
維
新
と
歴
史
認
識
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
33
）　

そ
の
他
、
同
時
期
の
黒
田
家
の
編
纂
関
係
史
料
と
し
て
「
嘉
永
六
年
癸
丑
以
来　

福
岡
藩

史
編
輯
資
料
」
が
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
七
（
中
）（
文
献
出
版
、
一
九
八
四
年
）
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。
黒
田
家
は
明
治
四
十
年
代
に
「
従
二
位
黒
田
長
溥
公
伝
」
を
完
成
さ
せ
て
い
る
が
、

こ
れ
と
の
関
係
も
留
意
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
同
書
は
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
六
（
上
）・

（
中
）・（
下
）（
文
献
出
版
、
一
九
八
三
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）　
「
温
古
録
」
五
（
学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
「
奥
州
棚
倉
藩
主
阿
部
家
文
書
」
九
一
三
）。

な
お
、
史
料
調
査
で
は
福
島
県
歴
史
資
料
館
専
門
学
芸
員
山
田
英
明
氏
の
御
助
力
を
得
た
。

（
35
）　
「
事
蹟
考
草
按
原
本
」（「
奥
州
棚
倉
藩
主
阿
部
家
文
書
」
一
〇
六
）、「
事
蹟
考
草
按
」（
同

上
、
一
〇
七
）、「
事
蹟
考
附
録
草
按
」（
同
上
、
一
〇
八
）。
史
談
会
ヘ
の
提
出
は
明
治
三
十
四

年
四
月
。

（
36
）　

明
治
二
十
二
年
十
二
月
付
久
邇
宮
家
令
宛
秋
月
胤
永
書
簡
（「
朝
彦
親
王
行
実
資
料
」
五

八　

御
行
実
編
輯
料
三
九
黒
塗
御
紋
付
文
箱
御
宸
翰
其
他
（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所

蔵
。
識
別
番
号
三
四
二
〇
九
））。

（
37
）　
「
徳
大
寺
実
則
日
記
」
二
五
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番
号
Ｃ
一
│
一

四
九
）、
明
治
二
十
二
年
八
月
十
五
日
条
。
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（
38
）　
「
明
治
天
皇
内
廷
御
書
類
目
録　

第
一
種
」（
宮
内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別

番
号
三
七
二
〇
八
）、「
明
治
天
皇
内
廷
御
書
類
目
録　

第
一
種
詳
細
目
録
十
一
」（
同
右
。
識

別
番
号
三
七
二
二
一
）。

（
39
）　
「
旧
津
藩
近
世
事
蹟
」
一　

編
年
一
（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。
函
架
番
号
二

七
三
│
一
〇
）。

（
40
）　

図
書
寮
「
明
治
二
十
六
年　

帝
室
例
規
類
纂
稿
本
」
三
三　

宮
廷
門　

内
廷
雑
件
八
（
宮

内
庁
書
陵
部
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
識
別
番
号
二
三
三
八
七
│
三
三
）、「
明
治
二
十
六
年　

帝

室
例
規
類
纂
稿
本
」
一
〇
四　

図
書
門　

書
籍
二　

図
画
・
文
書
（
同
右
。
識
別
番
号
二
三
三

八
七
│
一
〇
四
）。

　
　

な
お
、
二
冊
と
も
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
で
、
明
治
天
皇
献
上
本
は
「
松
代

藩
勤
王
事
略
私
記
」（
函
架
番
号
二
五
三
│
三
九
三
）。
図
書
寮
備
本
は
同
題
で
函
架
番
号
二
五

二
│
二
一
三
で
あ
る
。

（
41
）　

箱
石
大
「
松
代
藩
真
田
家
の
戊
辰
戦
争
届
書
」（『
松
代
』
二
八
号
、
二
〇
一
四
年
）。

〔
付
記
〕本

稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
お
け
る
特
定
共
同
研
究

「
史
料
編
纂
所
所
蔵
維
新
関
係
貴
重
史
料
の
研
究
資
源
化
」（
二
〇
二
〇
年
度
）
の
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
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【表①】旧藩事蹟取調書類目録
№グループ 当主名 藩名 家格 石高 爵位 命令伝達年月日 史料提出年月日 回答内容 史料名 員数 函架番号 備考
１ 1 島津忠義 薩摩藩 外様 77 万石 公爵 明治 21 ７ 10 明治 36 11 10以前 薩藩史料（９巻・附録１巻） 10 405・143
２ １ 毛利元徳 長州藩 外様 36.9 万石 公爵 明治 21 ７ 10 明治 36 ６ 30 官武間周旋始末（27巻） 27 405・81

３ １ 山内豊景 土佐藩 外様 24.2 万石 侯爵 明治 21 ７ 10 明治 36 11 10以前
土佐藩政録 ６ 405・144
東征記（３冊）、「北征記」（１冊） ４ 405・145

１ 徳川篤敬 水戸藩 三家 35 万石 侯爵 明治 21 ７ 10
明治 36 ５ 20 水戸藩史料　上編35

87 459・19４ 明治 36 ６ 29 水戸藩史料　下編25
明治 36 ９ 30 水戸藩史料　別記27巻

５ ２ 松平容大 会津藩 家門 23（3）万石 子爵 明治 22 ７ １ 明治 22 ７ 20 （松平容保に下賜された孝明天皇宸翰４
件５通）

宮内大臣
土方久元
の「口達」
により松
平容保が
提出。

６ ２ 浅野長勲 広島藩 外様 42.6 万石 侯爵 明治 22 ７ １ 明治 23 ６ 10 「昨年七月中　御沙汰之趣ニ基キ取調、
漸ク出来」したので「別冊五綴差出」す。 旧広島藩遺事（嘉永６─明治２年） ５ 260・127

７ ２ 松平茂昭 越前藩 家門 32 万石 侯爵 明治 22 ７ １ 明治 22 11 13 「別冊昨夢記事壱部、再夢記事壱部」を
「進達」する。 昨夢記事（15冊）・再夢記事（２冊） ─ ─・─

明治26年
３月、返
却。

８ ２ 徳川義礼 尾張藩 三家 61.9 万石 侯爵 明治 22 ７ １ 明治 22 ７ ─

「近時編纂相試」みている「三世紀事略」
の「原稿七冊」を、「御用途」になるかど
うか、とりあえず「進達」する。他に「謄
録」終了次第、「督府征長紀事」という
「家書」も進達予定。

三世紀事略（尾州家勤王事歴・附録２冊） ７ 272・96

９ ３ 細川護久 肥後藩 外様 54 万石 侯爵 明治 23 12 ５ 大正 ２ ７ 19
「明治二十三年十二月五日付御達ニ依リ、
爾来編纂中」のところ「今般出来」した
ので「進達」する。

肥後藩国事史料（嘉永６─明治４年・35
巻） 35 455・14

熊本藩国事史料（２巻） １ 455・15

４ 前田利嗣 金沢藩 外様 102.2万石 侯爵 明治 24 ６ 10

明治 34 ５ ８ 旧金沢藩事蹟文書類纂（前編８巻）
39 455・６明治 36 12 21以前 旧金沢藩事蹟文書類纂（中編16・附録１巻）

大正 ２ 12 20 旧金沢藩事蹟文書類纂（首巻１・後編13巻）
明治 39 ３ 19 銭屋五兵衛処刑一件書類（附録実伝共・６巻）７ 455・７

10 明治 34 ５ ８ 時規物語（10巻・首１巻） 11 455・８

明治 34 ５ ８ 一家論合集（旧金沢藩事蹟文書類纂・第
百九十四附録） １ 455・９

明治 39 ３ 19 南越陣記（５巻）附・旭桜雑誌 ９ 455・12

大正 ２ 12 20 加賀藩北越軍事輯録（６巻）附・北越戦
記１巻、附属戦地図17枚 ７ 455・13

11 ４ 堀田正倫 佐倉藩 譜代 11 万石 伯爵 明治 24 ６ 10 明治 24 11 10
嘉永６年から明治４年までの「時勢ニ関
スル書類之内、前書之通リ差出」す。「謄
写済」み後に返却してほしい。

外国一件書類目録　壹冊
外国一件書類　　　四拾冊 （41） ─・─

明治25年
４月21日
に返却。

12 ４ 南部利恭 盛岡藩 外様 20
（13）万石 伯爵 明治 24 ６ 10 明治 24 ９ 19

「旧藩地并当地」にて「拙家所蔵之分無
洩取調」べたが、「戊辰擾乱ニ引続、転国
等之際、悉ク散逸」したので「御達之事
項ニ関スルモノ更ニ存置無之」い。「別紙
目録」記載の書類（覚書等44冊）がある
のみだが、「書中記スル処」の「百中一二」
は参考になる箇条もないとも言えないの
で「進達」する。「御用済」みのうえは返
却してほしい。

「嘉永六年正月ヨリ六月迄　覚書　壱冊」
～「明治三年正月ヨリ七月迄用留　壱冊」
合計44冊

（44） ─・─
明治29年
４月に返
却。

13 ４ 津軽承昭 弘前藩 外様 10 万石 伯爵 明治 24 ６ 10 明治 30 11 10

「旧記」に拠って「往復書簡等捨遺補足」
して「調製」した16冊を提出する。ただし、
明治元年・２年の「各所出張・戦闘・進
退」は以前「参謀局」と「太政官修史局」
へ提出した通りなので省略した。

弘前藩記事（嘉永６─明治４年14編・附
録２編） 16 260・133

14 ４ 加藤泰令 新谷藩 外様 １万石 子爵 明治 24 ６ 10 明治 24 12 ９

「記録或ハ旧藩士手控及記憶等ノ事ヲ相綴、
別冊ノ通」り差し出す。「素ヨリ小藩微力、
志有テ其功無」く、「御編纂ノ御材料」に
なるべき廉は「更ニ無之」いが、しかる
べく「御取捨」て願いたい。

旧新谷藩国事並時勢ニ関スル事蹟（嘉永
６─明治４年） １ 260・138

水藩士某上閣老脇坂侯書（安政７年３月3日）１ 260・177
外桜田一件（安政７年） １ 260・142
幕末雑記（旧新谷藩香渡晋記録） 15 260・131

15 ４ 稲葉正邦 淀藩 譜代 10.2 万石 子爵 明治 24 ６ 10 明治 24 12 25
「原書類」は「廃藩之際紛乱」したので
「存在」しない。そのためその節「藩務ニ
従事」していた者達の「留記等」から「書
抜キ認メ」たものを「差上」げる。

旧淀藩国事関係書抜調記（嘉永７─明治
３年） １ 260・125

16 ４ 青山忠允 篠山藩 譜代 ６万石 子爵 明治 24 ６ 10 明治 24 10 ─ 「明治廿四年六月御達」により「差出」す。〔維新前後〕朝幕記録雑纂（天保15─明治４年・青山家書留） 111 260・203

17 ４ 伊東祐帰 飫肥藩 外様 5.1 万石 子爵 明治 24 ６ 10 明治 24 ７ 15

「去十年騒擾」（西南戦争）の際に「書類
等悉皆紛失」したので「保存」していない。
だから「当時大参事」の「平部嶠南日誌」
の中から「摘要写取」ったものを「進達」
する。

旧飫肥藩国事関係書類 １ 260・123

『宮崎県
史 別編』
維新期の
日向諸藩
（宮崎県、
1998年）
に翻刻掲
載。

18 ４ 戸田忠義 宇都宮藩 譜代 7.7 万石 子爵 明治 24 ６ 10 明治 24
６ 23

「廃藩置県ノ際」に「取捨、或ハ取失」っ
たものが多いので、「当時存在」の書類で
差し出すべきものとして別紙「戸田忠至
略譜稿　壱冊、戸田家書類　五冊」を提
出する。しかし控がないので「御用済ノ
上」は返却してほしい。

戸田家書類（国事及御陵墓関係） ５ 260・179

12 25 国事抜書（嘉永６─明治４年（宇都宮藩））４ 260・164

19 ４ 松前修広 松前藩 外様 10 万石 子爵 明治 24 ６ 10 明治 24 ９ 24 御達の「国事并時勢ニ関スル文書」を「差
出」す。

藩庁ニ上ル議（明治３年）合綴・呈廟堂
之上 １ 260・146

亜墨利加船〔箱館碇泊中〕御用記写（嘉
永７年４─５月） １ 260・180

諸願伺届書（明治元ー２年・旧館藩） ２ 260・134
戦争御届書（明治元年10月ー２年12月） ２ 260・122
奉命日誌（明治２年７─９月・松前家事
件・２巻） １ 260・154

旧寄合中ヨリノ建言書（慶応２年11月）
合綴・弾正臺へ上申書 １ 260・129
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№グループ 当主名 藩名 家格 石高 爵位 命令伝達年月日 史料提出年月日 回答内容 史料名 員数 函架番号 備考

20 ４ 安藤信守 磐城平藩 譜代 ６万石 子爵 明治 24 ６ 10 明治 24 ６ 21

「当家累代及ビ亡父」安藤信正に至るま
での「旧政府勤仕ノ日誌類等」は全て戊
辰戦争の兵火により「悉皆烏有ニ属シ、
一本モ所持」していない。信正が「専ラ
政務ニ関与」していた万延元年・二年頃
の「秘密ニ属スル書類」も詮索したが「更
ニ見当不申」。信正の近侍で外国人の接待
役等を兼務した「手留方」の存命者の回
答内容を添付しておく。

（明治24年６月付、旧藩士味岡礼質の回
答書あり） ─・─

内事課「明
治24年　
殉難者及
旧藩事蹟
取調録」
（宮内庁
書陵部宮
内公文書
館所蔵。
識別番号
532）第３
号文書に
編綴。

21 ６ 吉井（松
平）信宝

吉井藩
（矢田藩）家門 １万石 子爵 明治 24 ７ 18 明治 24 ８ 17 「祖父故従三位信慶筆記」の「別冊謄本

一部」を「進達」する。 礫川奉使筆記（安政６年８月27日） １ 260・172

22 ６ 桜井（松
平）忠興 尼ヶ崎藩 譜代 ４万石 子爵 明治 24 ７ 18 明治 24 12 30 旧尼崎藩国事関係取調書 １ 260・135

23 ６ 本多康穣 膳所藩 譜代 ７万石 子爵 明治 24 ７ 18 明治 27 ２ 23 「御取調済」みのうえは「御返戻」あり
たい。

（膳城烈士伝並遺稿　４冊） ─・─

後日返却
された可
能性あり。

（膳所藩国事労功人名調書　１冊） ─・─
（膳所藩勤王事蹟概要　１冊） ─・─
（国事関係事件取調書　１冊） ─・─
（旧膳所藩主廟中事蹟　１冊） ─・─

24 ７ 加納久宜 一宮藩 譜代 1.3 万石 子爵 明治 25 ３ 14 明治 25 ３ 22

明治４年廃藩置県の際、「総テ旧県庁ニ引
継」いだので「目下留存」しているのは
「僅ニ一身上ノ歴史ニ属スル文書」にとど
まる。
自分の「履歴編纂之材料書中ニ紛入」っ
たものだが、取捨てなく提出せよとの趣
意なので「別冊袋入三冊」を提出する。

加納久徴及久恒年譜 １ 272 ・ 101

上総国藻原宿江集屯之浪士召捕手配方書
取（文久４年１月） 1 260 ・ 153

紀事撮録（慶応３年10─明治元年10月） 1 260 ・ 160

25 ７ 南部信方 七戸藩 外様 1.0384 万石 子爵 明治 25 ３ 14 明治 25 ３ 31

「取調」べたところ、「拙家」は「戊辰前
後、数度転宅」し、明治元年には「邸宅
焼失」し「書類、都テ散失」したので「御
達ノ事項ニ関スル書類」はない。しかし
「纔ニ残」っていた「書類中、別紙二綴」
は「御参考」になる「ヶ条」がないとも
いえないので「進達」する。「御用済」後
は「御下戻」してほしい。

「御触達書留」１冊、「公私御用留下」１
冊 （２） ─・─

原本は４
月4日に
返却。

26 ７ 内田正学 小見川藩 譜代 １万石 子爵 明治 25 ３ 14 明治 25 ４ 4
「取調」べたところ、「当家」には「右ニ
関スル書類」はない。ただ、「別紙」の通
り、「御達ヲ蒙リ尽力」した事実はあるの
で、「別紙写」を添えて回答する。

（慶応４年閏４月～明治３年の活動履歴
を提出） ─・─

内事課「明
治25年　
殉難者及
旧藩事蹟
取調録」
（宮内庁
書陵部宮
内公文書
館所蔵。
識別番号
533）第３
号文書に
編綴。

27 ７ 山名義路 村岡藩 譜代 1.1 万石 男爵 明治 25 ３ 14 明治 25 ４ 16
「現在手元保存之分」は「別段」ないが、
「嘉永・安政間、内外交渉ニ関スル書類写」
25冊と１包（合計26点）を「其侭」提出
する。

異国船渡来近海防備ニ付書上留（嘉永７
年） 16 260・116

日米通商条約訳文（税則案文・安政４年） ２ 260・173
亜墨利加大統領書翰和解（安政４年） １ 260・155
北亜墨利加〔合衆国測量船ヨリ差出状〕
和解（安政２年） １ 260・124

合衆国書翰和解（嘉永６年6月） １ 260・126
合衆国伯理璽天徳書翰及副翰和解（嘉永
６年）附・水師提督上書及口上書和解 １ 260・120

亜墨利加使節対話書（安政４年11月） １ 260・159
米船国書持渡候一件覚書（嘉永６年6月） １ 260・128
亜墨利加国条約竝税則（安政５年６月） １ 169・335
亜墨利加条約（安政元年12月） １ 169・344
魯西亜書牘和解並返翰（嘉永６年） ３ 260・119
魯西亜書翰和解（嘉永７年１月）附・両
国和約条款、布恬廷副書 １ 260・157

魯西亜条約（安政元年）附・条約附録 １ 169・342
魯西亜条約追加（安政４年９月） １ 169・334
魯西亜国条約竝税則（安政５年） １ 169・333
英吉利約文（嘉永７年８月22日） １ 169・343
英吉利国条約竝税則（安政５年７月） １ 169・337
阿蘭陀条約竝税則（安政４年５年） ２ 169・336
仏蘭西国条約竝税則（安政５年） １ 169・341
別段風説書（安政３年（外国事情）） １ 268・87
別段風説書（安政４年（外国事情）） １ 268・88

28 ７ 土井利恒 大野藩 譜代 ４万石 子爵 明治 25 ３ 14 明治 25 ７ 7 「別冊五綴編輯」したので提出する。

水戸浪徒ニ関スル条件（元治元年11─12月） １ 260・152
北蝦夷地開拓始末書（安政２─明治元） １ 260・175
函館出兵記録（慶応４─明治２年） １ 260・174
北地ウショロ魯人応接記（文久３年3月）
合綴・北地オコシリ亜舶救助記 １ 260・167

命令書写（万延元年８月22─明治２年９月）１ 260・176
①庶務課・内事課「明治12～23年　殉難者及旧藩事蹟取調録」（宮内庁書陵部宮内公文書館所蔵。識別番号531）明治22年第１号文書。内事課「明治24年　殉難者及旧藩事蹟取調録」（同左。識別番号
532）第７号文書。内事課「明治25年　殉難者及旧藩事蹟取調録」（同左。識別番号533）第１号文書、第３号文書。内事課「明治26～43年　殉難者及旧藩事蹟取調録（同左。識別番号534）明治26年
第１号文書、明治27年第２号文書、明治29年第１号文書、第２号文書、明治34年第３号文書、第５号文書。図書寮「大正３～７年　図書録」（同左。識別番号990286）大正３年第３号文書より作成。

②「旧藩事蹟取調書類目録」（図書寮「大正15・昭和元年　図書録」（同左。識別番号990292）第126号文書）、「旧藩事蹟取調掛引継書類目録」（図書寮「昭和２年　図書録」（同左。識別番号990293）
第153号文書）、内事課「明治34～35年　重要雑録」（同左。識別番号23272）明治34年第29号文書を参考に、宮内庁書陵部図書寮文庫の函架番号が確認できたものを記載した。

③石高のうち、（　）は戊辰戦争処分後の石高である。
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【表②】　旧藩事蹟取調書類の未提出一覧
№ グループ 当主名 藩名 家格 石高 爵位 命令伝達年月日 回答年月日 回答内容

明治6年5月8日提出命令の家記
東京大学史料編纂所の史料名 請求記号

1 2 徳川家達 静岡藩 70 万石 公爵 明治 22 7 1 徳川家達家記（駿河静岡） 4175-1039
2 2 松平定教 桑名藩 譜代 11 万石 子爵 明治 22 7 1 明治 22 7 4 取り調べた結果、「右書類一切」ない。 松平定教家記（伊勢桑名） 4175-1126
3 2 松平容大 会津藩 家門 23（3）万石 子爵 明治 22 7 1 松平容大家記（陸奥斗南） 4175-1139
4 3 池田章政 岡山藩 外様 31.52 万石 侯爵 明治 23 12 5 池田章政家記（備前岡山） 4175-922

5 3 池田輝博 鳥取藩 外様 32.5 万石 侯爵 明治 23 12 5 明治 23 12 12 「当時右書類取纏中ニ付、逐而取調」べたうえで提出するので「暫時御猶予」してほしい。 池田輝知家記（因幡鳥取） 4175-920

6 3 鍋島直大 佐賀藩 外様 35.7 万石 侯爵 明治 23 12 5 鍋島直大家記（肥前佐賀） 4175-1058
7 3 黒田長成 福岡藩 外様 52 万石 侯爵 明治 23 12 5 黒田長知家記（筑前福岡） 4175-990

8 3 伊達宗徳 宇和島藩 外様 10 万石 伯爵 明治 23 12 5 明治 24 4 16 「藩政改革後、明治五年類焼ノ節、記録類多分烏有ニ帰シ」たので差し出すべき書類は残っていない。 伊達宗徳家記（伊予宇和島） 4175-1025

9 4 蜂須賀茂韶 徳島藩 外様 25.79 万石 侯爵 明治 24 6 10 蜂須賀茂韶家記（阿波徳島） 4175-1080
10 4 徳川茂承 和歌山藩 三家 55.5 万石 侯爵 明治 24 6 10 徳川茂承家記（紀伊和歌山） 4175-1037
11 4 井伊直憲 彦根藩 譜代 35（25）万石 伯爵 明治 24 6 10 明治 24 6 11 「取調之上、追テ進達」することを「御請」けする。 井伊直憲家記（近江彦根） 4175-918

12 4 酒井忠篤 庄内藩 譜代 14 万石 伯爵 明治 24 6 10 明治 24 6 13

「御達之趣、委細奉畏候也」。
（6月24日）「書類捜索ニ着手」しているが、庄内藩は嘉永6年
～明治4年迄に「国事並ニ時勢ニ関渉」した「事件、至テ少ナ」
い。さらに「戊辰顛覆ノ際、諸般ノ文書類、悉皆取失」った
ので「献納」すべき書類は見当たらない。しかし「何様ノ件」
と詳しく指定されたら「伝聞ノ廉取調ノ上献納」する予定。

酒井忠宝家記（羽前庄内） 4175-1003

13 4 小笠原忠忱 小倉藩 譜代 15 万石 伯爵 明治 24 6 10 小笠原忠忱家記（豊前小倉） 4175-951
14 4 阿部正桓 福山藩 譜代 10 万石 伯爵 明治 24 6 10 阿部正桓家記（備後福山） 4175-908
15 4 亀井茲明 津和野藩 外様 4.3 万石 伯爵 明治 24 6 10 亀井茲監家記（石見津和野） 4175-980
16 4 伊達宗基 仙台藩 外様 62.56（28）万石 伯爵 明治 24 6 10 伊達宗基家記（陸奥仙台） 4175-1024
17 4 松平基則 前橋藩 家門 17 万石 伯爵 明治 24 6 10 松平直方家記（上野前橋） 4175-1120
18 4 酒井忠興 姫路藩 譜代 15 万石 伯爵 明治 24 6 10 酒井忠邦家記（播麿姫路） 4175-1002
19 4 酒井忠道 小浜藩 譜代 10.3 万石 伯爵 明治 24 6 10 明治 24 6 12 「存在所持」している文書はない。 酒井忠禄家記（若狭小浜） 4175-1006
20 4 有馬頼万 久留米藩 外様 21 万石 伯爵 明治 24 6 10 有馬頼咸家記（筑後久留米） 4175-902
21 4 松平直亮 松江藩 家門 18.6 万石 伯爵 明治 24 6 10 松平定安家記（出雲松江） 4175-1117
22 4 上杉茂憲 米沢藩 外様 15 万石 伯爵 明治 24 6 10 上杉茂憲家記（羽前米沢） 4175-946

23 4 立花寛治 柳河藩 外様 11.9 万石 伯爵 明治 24 6 10 明治 24 6 30
明治5年の春「旧藩庁火災」で「凡焼失」したので、差し出す
べき「文書類所持」していない。今後「精々吟味」して発見
されれば差し出す予定。

立花鑑寛家記（筑後柳河） 4175-1022

24 4 戸田氏共 大垣藩 譜代 10 万石 伯爵 明治 24 6 10 明治 24 6 12 これまで「旧歴史課ヘ追々差出、最早御達之文書類、手許ニ所持」していない。 戸田氏共家記（美濃大垣） 4175-1045

25 4 大村純雄 大村藩 外様 2.79 万石 伯爵 明治 24 6 10 明治 24 6 12 「追而取調之上、差出」す予定。 大村純煕家記（肥前大村） 4175-958
26 4 宗重正 対馬藩 外様 10 万石 伯爵 明治 24 6 10 宗重正家記（対馬厳原） 4175-1020

27 4 柳澤保申 郡山藩 譜代 15.1 万石 伯爵 明治 24 6 10 明治 24 7 ―
「右年間中」の「総テノ書類等、廃藩置県ノ際」に「紛乱」し、
その「所在ヲ失」って今日に至っている。そのため「取調方」
もない。

柳沢保申家記（大和郡山） 4175-1173

28 4 中川久成 岡藩 外様 7.04 万石 伯爵 明治 24 6 10 中川久昭家記（豊後岡） 4175-1075
29 4 松浦詮 平戸藩 外様 6.17 万石 伯爵 明治 24 6 10 松浦詮家記（肥前平戸） 4175-1153
30 4 藤堂高紹 津藩 外様 32.395 万石 伯爵 明治 24 6 10 藤堂高潔家記（伊勢津） 4175-1043
31 4 久松定謨 松山藩 譜代 15 万石 伯爵 明治 24 6 10 久松定謨家譜（伊予松山） 4175-1082
32 4 奥平九八郎 中津藩 譜代 10 万石 伯爵 明治 24 6 10 奥平昌邁家記（豊前中津） 4175-956
33 4 松平頼聡 高松藩 家門 12 万石 伯爵 明治 24 6 10 松平頼聡家記（讃岐高松） 4175-1118
34 4 大久保忠礼 小田原藩 譜代 11.3 万石 子爵 明治 24 6 10 大久保忠良家記（相模小田原）4175-962
35 4 南部利克 八戸藩 外様 2万石 子爵 明治 24 6 10 南部信順家記（陸奥八戸） 4175-1063
36 4 松平信正 丹波亀山藩 譜代 5万石 子爵 明治 24 6 10 松平信正家記（丹波亀山） 4175-1125
37 4 松平忠和 島原藩 譜代 7万石 子爵 明治 24 6 10 松平忠和家記（肥前島原） 4175-1121
38 4 松平康民 津山藩 家門 10 万石 子爵 明治 24 6 10 松平康倫家記（美作津山） 4175-1123

39 4 水野忠弘 山形藩（朝日
山藩） 譜代 5万石 子爵 明治 24 6 10 水野忠弘家記（近江朝日山） 4175-1159

40 4 加藤泰秋 大洲藩 外様 6万石 子爵 明治 24 6 10 加藤泰秋家記（伊予大洲） 4175-977
41 4 成瀬正肥 犬山藩 譜代 3.5 万石 子爵 明治 24 6 10 成瀬正肥家記（尾張犬山） 4175-1074

42 4 太田資美 掛川藩 譜代 5.3 万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 12

「嘉永癸丑以後之国事ニ関スル記録書類」は、廃藩置県の際
に「四方ニ散逸」し、また「収集」もしなかった。特に「拙
者ハ当時幼少」のため「如何ナルコト」になっていたのか「今
日ニ於テ何等ノ記憶」もない。そのため「現在之家蔵書類」
には「御参考トナルヘキモノ一切」ない。

太田資美家記（上総柴山） 4175-967

43 4 秋元興朝 館林藩 譜代 6万石 子爵 明治 24 6 10 秋元興朝家記（上野館林） 4175-909
44 4 牧野忠篤 長岡藩 譜代 7.4（2.4）万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 16 「戊辰之兵乱」のため「右書類、一切」ない。 牧野忠毅家記（越後長岡） 4175-1146
45 4 溝口直正 新発田藩 外様 5万石 子爵 明治 24 6 10 溝口直正家記（越後新発田） 4175-1155

46 4 間部詮信 鯖江藩 譜代 5万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 25 「先年火災」の際に「書類等悉皆焼失」したので「史料等」に該当するものは「一切」ない。 間部詮道家記（越前鯖江） 4175-1152

47 4 久世広業 関宿藩 譜代 5万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 19 取り調べた結果、「右ノ書類、一切」ない。 久世広業家記（下総関宿） 4175-993
48 4 土屋挙直 土浦藩 譜代 9.5 万石 子爵 明治 24 6 10 土屋挙直家記（常陸土浦） 4175-1034

49 4 松平忠礼 上田藩 譜代 5.3 万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 12
廃藩置県の際に「県庁え引継、差出シ」た書類以外は「維新
前後、何モ焼失、或ハ散逸」したので「時勢ニ関スル文書類
ハ所持」していない。しかし「尚取調」べのうえ、「御参照」
になるものがあれば「進達」する。

松平忠礼家記（信濃上田） 4175-1128

50 4 板倉勝弼 高梁藩
（備中松山藩）譜代 5万石 子爵 明治 4 6 10 明治24 6 15

明治元年の「変動之砌」、先代板倉勝静が「天譴ヲ蒙リ、藩家
一旦没収之姿」になった際、「右書類等、何レエ紛乱」したの
か存在しない。

板倉勝弼家記（備中高梁） 4175-932

51 4 小笠原長生 唐津藩 譜代 6万石 子爵 明治 24 6 10 小笠原長国家記（肥前唐津） 4175-952
52 4 立花種恭 三池藩 外様 1万石 子爵 明治 24 6 10 立花種恭家記（筑後三池） 4175-1023

53 4 松平忠敬 忍藩 譜代 10 万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 7 25 「埼玉県庁ヘ旧藩事務引渡シノ際、旧記其他ノ書類散乱」したため「御達ニ関スル書類等、所蔵」していない。 松平忠敬家記（武蔵忍） 4175-1124

54 4 脇坂安斐 龍野藩 譜代 5.1 万石 子爵 明治 24 6 10 脇坂安斐家記（播磨竜野） 4175-1184

55 4 内藤信任 村上藩 譜代 5万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 12
「旧藩書類」は「城内之倉庫」が「戊辰之兵燹」にあってい
たので、明治5年に先代信美が出京の際に「用達之所有之倉庫」
に託していた。しかし同年村上町の火災で「悉皆類焼」した
ので「現今残余之書類」はない。

内藤信美家記（越後村上） 4175-1066

56 4 阿部正功 棚倉藩 譜代 10 万石 子爵 明治 24 6 10 阿部正功家記（陸奥棚倉） 4175-906
57 4 本荘宗武 宮津藩 譜代 7万石 子爵 明治 24 6 10 本荘宗武家記（丹後宮津） 4175-1104

58 4 三浦顕次 美作勝山藩
（真島藩） 譜代 2.3 万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 22 「委細取調」べた後に「上申」予定。 三浦顕次家記（美作真島） 4175-1157
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59 4 稲葉正善 館山藩 譜代 1万石 子爵 明治 24 6 10
明治 24 6 14 「御沙汰之趣」は「謹承」した。

稲葉正善家記（安房館山） 4175-928
明治 25 5 25 「取調」べたが「右ニ関スル書類等」はない。

60 4 酒井忠亮 敦賀藩 譜代 1万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 12 「右書類、存在之物一切」ない。 酒井忠経家記（越前敦賀） 4175-1007
61 4 大給近道 府内藩 譜代 2.2 万石 子爵 明治 24 6 10 大給近説家譜（豊後府内） 4175-965

62 4 大給恒 龍岡藩 譜代 1.6 万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 11
明治4年4月に上京して廃藩置県を上申の後、藩知事を辞職した。
その際旧藩文書類は全て藩地の藩参事の所管になった。その
後「所管ノ者モ皆死亡」し、「尋常日記類」もわからなくなっ
ている。そのため差し出すべき文書はない。

大給恒家記（信濃田野口） 4175-966

63 4 松平乗承 西尾藩 譜代 6万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 20 「旧藩地」へ連絡し「取調」べたが、「御達ニ応シ、呈出スヘキ書類」はない。 松平乗承家記（三河西尾） 4175-1127

64 4 有馬道純 丸岡藩 譜代 5万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 18 「関係之書類、一切」ない。 有馬道純家記（越前丸岡） 4175-903
65 4 本多忠敬 岡崎藩 譜代 5万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 17 取り調べた結果、「右書類」はない。 本多忠直家記（三河岡崎） 4175-1096

66 4 板倉勝観 上野安中藩 譜代 3万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 20
「国事并ニ時勢ニ関スル等、其他古文書類」は「惣テ維新後
旧領地ニ於テ焼却」したので「右御参考」となる書類等は「一
切」ない。

板倉種家記（上野安中） 4175-933

67 4 佐竹義生 秋田藩 外様 20 万石 侯爵 明治 24 6 10 佐竹義脩家記（羽後秋田） 4175-1000
68 4 大河内信好 豊橋藩 譜代 7万石 子爵 明治 24 6 10 大河内信古家記（三河豊橋） 4175-959
69 4 稲葉久通 臼杵藩 外様 5万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 11 「右、御請」けする。 稲葉久通家記（豊後臼杵） 4175-929

70 4 相良頼紹 人吉藩 外様 2.2 万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 7 2 「明治十年兵燹」により「書類悉皆焼失」したので、「右ニ関スル文書」はない。 相良頼基家記（肥後人吉）
4175-1011
4175-1012

71 4 榊原政敬 高田藩 譜代 15 万石 子爵 明治 24 6 10 榊原政敬家記（越後高田） 4175-1009
72 4 東胤城 三上藩 譜代 1万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 7 17 「右書類、取調」べたが「更ニ」ない。 遠藤胤城家紀（近江三上） 4175-950
73 4 松平武修 浜田藩 家門 6.1 万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 11 かねて「御届申上候通、一切」ない。 松平武修家記（美作鶴田） 4175-1133
74 4 秋月種繁 高鍋藩 外様 2.7 万石 子爵 明治 24 6 10 秋月種殷差出（日向高鍋） 4175-910

75 4 真田幸民 松代藩 外様 10 万石 子爵 明治 24 6 10 真田幸民家記（信濃松代）
真田幸民家記（信濃松代）

4175-899
4175-1012

76 4 相馬誠胤 相馬中村藩 外様 6万石 子爵 明治 24 6 10 相馬誠胤家記（磐城中村） 4175-1021
77 4 大関増勤 黒羽藩 外様 1.8 万石 子爵 明治 24 6 10 大関増勤家記（下野黒羽） 4175-974
78 4 奥田直恭 須坂藩 外様 1万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 7 7 「右文書類」は「保存」していない。 堀直明家記（信濃須坂） 4175-1108

79 4 戸澤正実 新庄藩 外様 6.82 万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 ― 「戊辰ノ役兵火」のため「古来所蔵ノ重器ハ勿論、文書類等
悉皆灰燼ニ属シ」たので「右書類」はない。 戸沢正実家譜（羽前新荘） 4175-1051

80 4 土井利恒 大野藩 譜代 4万石 子爵 明治 24 6 10 土井利恒家記（越前大野） 4175-1053
81 4 戸田忠友 宇都宮藩 譜代 6.7 万石 子爵 明治 24 6 10 戸田忠友家記（下野宇都宮） 4175-1046

82 4 六郷政鑑 本庄藩 外様 2万石 子爵 明治 24 6 10 明治 24 6 24 「戊辰之役兵火」により「右ニ関スル書類等」は「所持」していない。 六郷政鑑家記（羽後本庄） 4175-1183

83 4 前田利同 富山藩 外様 10 万石 伯爵 明治 24 6 10 前田利同家記（越中冨山） 4175-1116
84 4 生駒親忠 矢島藩 外様 1.5 万石 男爵 明治 24 6 10 生駒親敬家譜（羽後矢島） 4175-944
85 5 徳川達道 一橋藩 三卿 10 万石 伯爵 明治 24 6 24 徳川茂栄家記（一橋） 4175-1041
86 5 徳川達孝 田安藩 三卿 10 万石 伯爵 明治 24 6 24 徳川慶頼家記（田安） 4175-1042
87 5 島津忠亮 佐土原藩 外様 2.7 万石 伯爵 明治 24 6 24 島津忠寛家記（日向佐土原） 4175-1014
88 5 内藤政挙 延岡藩 譜代 7万石 子爵 明治 24 6 24 内藤政挙家記（日向延岡） 4175-1065
89 5 吉川経健 岩国藩 外様 6万石 子爵 明治 24 6 24 吉川経健家記（周防岩国） 4175-983
90 5 毛利元功 徳山藩 外様 4万石 子爵 明治 24 6 24 毛利元功家記（周防徳山） 4175-1165
91 5 毛利元敏 長府藩 外様 5万石 子爵 明治 24 6 24 毛利元敏家記（長門豊浦） 4175-1164

92 5 毛利元忠 清末藩 外様 1万石 子爵 明治 24 6 24 明治 24 8 21

「亡父元能」が朝命を奉じて東京に移住した際、「当時緊用」
ではないと判断して「旧臣」に「預ヶ置」いたものが、明治5
年2月の「火災」で「該文書類、悉皆烏有ニ属」した。以後
「再応編輯之資料調査」をしているが、「確タル者」はなく「遺
憾」である。今後の調査で発見されたら「上申」する。

毛利元純家記（長門清末） 4175-1167

93 5 黒田長徳 秋月藩 外様 5万石 子爵 明治 24 6 24 黒田長徳家記（筑前秋月） 4175-991
94 5 前田利鬯 大聖寺藩 外様 10 万石 子爵 明治 24 6 24 前田利鬯家記（加賀大聖寺） 4175-1115
95 5 水野忠幹 新宮藩 譜代 3.5 万石 男爵 明治 24 6 24 水野忠幹家記（紀伊新宮） 4175-1160
96 6 井伊直安 与板藩 譜代 2万石 子爵 明治 24 7 18 井伊直安家記（越後与板） 4175-919
97 6 板倉勝達 三河重原藩 譜代 2.8 万石 子爵 明治 24 7 18 板倉勝達家記（三河重原） 4175-931
98 6 鳥居忠文 壬生藩 譜代 3万石 子爵 明治 24 7 18 鳥居忠文家記（下野壬生） 4175-1056
99 6 井上正巳 下妻藩 譜代 1万石 子爵 明治 24 7 18 井上正己家記（常陸下妻） 4175-938

100 6 大河内正質 大多喜藩 譜代 2万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 7 29 明治14年3月の「類焼」時に「一切焼失」したので「旧藩士ヲ取調」べたが、「所持ノモノ」はなかった。 大河内正質家記（上総大多喜）4175-961

101 6 大田原一清 大田原藩 外様 1.1 万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 7 28 「右ニ関スル書類等、所持」していない。 大田原勝清家記（下野大田原）4175-975
102 6 織田信敏 天童藩 外様 2万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 8 ― 「戊辰之兵燹ニ罹リ、右書類焼失」した。 織田信敏家記（出羽天童） 4175-968
103 6 秋田映季 三春藩 外様 5万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 7 27 「旧藩ニ於テ右書類等」はない。 秋田映季家記（陸奥三春） 4175-911

104 6 岩城隆長 亀田藩 外様 2万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 7 21 「明治戊辰ノ歳、兵災」のため「文書類総テ焼失」した。また明治4年迄で差し出すべき書類はない。 岩城隆彰家記（羽後亀田） 4175-941

105 6 松平頼英 伊予西条藩 家門 3万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 8 25 取り調べたが「右事件ニ関スル文書類」はない。 松平頼英家記（伊予西条） 4175-1131
106 6 大河内輝耕 高崎藩 譜代 8.2 万石 子爵 明治 24 7 18 大河内輝声家記（上野高崎） 4175-960
107 6 諏訪忠誠 信濃高島藩 譜代 3万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 7 25 「右ニ関スル書類、所持」していない。 諏訪忠誠家記（信濃高島） 4175-1017
108 6 石川重之 下館藩 譜代 2万石 子爵 明治 24 7 18 石川総管家記（常陸下館） 4175-935
109 6 奥田直暢 村松藩 譜代 3万石 子爵 明治 24 7 18 堀直弘家記（越後村松） 4175-1106

110 6 松平信安 上ノ山藩 譜代 3万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 7 28
書類は「戊辰ノ際及廃県ノ砌、紛乱」した。また「存在ノ分
ハ山形県庁ヘ悉皆引渡」し、「当家ヘ一切引続」いでいないの
で、「差出候程之書類」はない。

松平信安家記（出羽上之山） 4175-1140

111 6 久留島通簡 森藩 外様 1.25 万石 子爵 明治 24 7 18 久留嶋家譜（豊後森） 4175-997
112 6 五島盛主 福江藩 外様 1.5 万石 子爵 明治 24 7 18 五嶋盛徳家記（肥前福江） 4175-999

113 6 戸田康泰 松本藩 譜代 6万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 8 12
「一応取調」べたが、「公用文書類」は版籍奉還時に「藩庁ニ
引継キ、自家ニ係ル書類ハ東京移住」時に「大半焼却」か「切
棄」てたので「御達ノ書類等」はない。今後もなお「詮議ヲ
遂ケ」、何か発見されたら「進達」する。

戸田光則家記（信濃松本） 4175-1050

114 6 土井利與 古河藩 譜代 8万石 子爵 明治 24 7 18 土井利与家記（下総古河） 4175-1052
115 6 牧野貞寧 笠間藩 譜代 8万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 7 22 「右ニ関スル文書類」はない。 牧野貞寧家記（常陸笠間） 4175-1144

116 6 井上英之 上総鶴舞藩 譜代 6万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 7 19
「廃藩後、右文書類」は「保存」していたものはない。さら
にこれらを取り扱っていた「旧臣モ現今」は死亡したり「形
蹟」不明の「有様」のため、「何分取調」べる手段もない。

井上正直家記（上総鶴舞） 4175-936

117 6 西尾忠篤 花房藩 譜代 3.5 万石 子爵 明治 24 7 18 明治 24 7 28 「取調」べたが「右文書類、保存」していない。 西尾忠篤家記（安房花房） 4175-1079

118 6 丹羽長保 二本松 外様 10.07
（5.07）万石 子爵 明治 24 7 18 丹羽長裕家記（陸奥二本松） 4175-1077

119 6 仙石政固 出石藩 外様 3万石 子爵 明治 24 7 18 仙石政固家記（但馬出石） 4175-1018
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120 6 松平直徳 明石藩 家門 8万石 子爵 明治 24 7 18 松平直致家記（播磨明石） 4175-1122
121 6 酒井忠惇 姫路別家 ― ―万石 男爵 明治 24 7 18 明治 24 7 21 「右御達ニ関スル書類、当今所持」していない。

122 7 尚泰 琉球藩 万石 侯爵 明治 25 3 14 明治 25 3 17
「右書類」は「廃藩置県」の際、「沖縄県庁」に「引続」いだ
ので「当方格護」しているものは「一切」ない。しかし「中
山世譜」は明治13年に「華族部長局」に提出してある。

123 7 京極高徳 丸亀藩 外様 5.1512 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 6 2 「種々取調」べたが、「先年火災」の際に「焼失」し、「一切」ない。 京極高徳家記（讃岐丸亀） 4175-986

124 7 藤堂高義 久居藩 外様 5.3 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 2 「篤ト取調」べたが「右様書類」はない。 藤堂高邦家記（伊勢久居） 4175-1044

125 7 久松定弘 今治藩 譜代 3.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 15 「廃藩之際、右書類悉皆散乱」したので「方今所持」していない。 久松定弘差出（伊予今治） 4175-1083

126 7 土岐頼知 沼田藩 譜代 3.5 万石 子爵 明治 25 3 14 土岐頼知家記（上野沼田） 4175-1055
127 7 本多正憲 長尾藩 譜代 4万石 子爵 明治 25 3 14 本多正憲家記（安房長尾） 4175-1097
128 7 石川成徳 伊勢亀山藩 譜代 6万石 子爵 明治 25 3 14 石川成徳家記（伊勢亀山） 4175-934
129 7 鍋島直虎 小城藩 外様 7.325 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 5 9 「右文書類」はない。 鍋島直虎家記（肥前小城） 4175-1059
130 7 岡部長職 岸和田藩 譜代 5.3 万石 子爵 明治 25 3 14 岡部長職家記（和泉岸和田） 4175-957
131 7 池田源 鹿奴藩 外様 3万石 子爵 明治 25 3 14 池田徳澄家記（因幡鹿奴） 4175-923
132 7 板倉勝弘 庭瀬藩 譜代 3万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 10 「廃藩」の際、「何レエカ散逸」して「所持」していない。 板倉勝弘家記（備中庭瀬） 4175-930

133 7 大岡忠貫 岩槻藩 譜代 2.3 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 21 「私邸」が「両度ノ火災」にあって「悉皆焼失」したため、提出すべき「書類」はない。 大岡忠貫家記（武蔵岩槻） 4175-972

134 7 加藤明実 水口藩 外様 2.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 23 「早速取調」べたが、「右国事ニ関スル文書類等」は「所蔵」していない。 加藤明実家記（近江水口） 4175-978

135 7 本多実方 飯山藩 譜代 3.5 万石 子爵 明治 25 3 14 本多助順家記（信濃飯山） 4175-1098
136 7 松平直平 広瀬藩 家門 3万石 子爵 明治 25 3 14 松平直巳家記（出雲広瀬） 4175-1130
137 7 細川行真 宇土藩 外様 3万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 29 「該書類」は「所持」していない。 細川行真家記（肥後宇土） 4175-1091

138 7
牧野弼成
（丹後田辺
藩）

舞鶴藩 譜代 3.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治25 3 31 「廃藩之際、非常之混乱」で「書記類散失」したので「所持」していない。 牧野弼成家記（丹後舞鶴） 4175-1145

139 7 稲垣長敬 鳥羽藩 譜代 2万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 30 「取調」べたところ「所蔵」していない。なお「旧県地」を調査して報告したい。 稲垣長敬家記（志摩鳥羽） 4175-942

140 7 伊達宗定 吉田藩 外様 3万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 14 「私家」には「指出」すべき「文書類」はない。 伊達宗敬家記（伊予吉田） 4175-1026
141 7 青山幸宜 郡上藩 譜代 4.8 万石 子爵 明治 25 3 14 青山幸宜家記（美濃郡上） 4175-915
142 7 木下利玄 足守藩 外様 2.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 5 7 「取調」べたところ、「右ニ関スル書類等、一切」ない。 木下利恭家記（備中足守） 4175-984
143 7 毛利高範 佐伯藩 外様 2万石 子爵 明治 25 3 14 毛利高謙家記（豊後佐伯） 4175-1166
144 7 森詮道丸 赤穂藩 外様 2万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 3 「直ニ取調」べたが「右様書類」はない。 森忠儀家記（播磨赤穂） 4175-1168
145 7 小出英延 園部藩 外様 2.4 万石 子爵 明治 25 3 14 小出英尚家記（丹波園部） 4175-998
146 7 植村家壺 高取藩 譜代 2.5 万石 子爵 明治 25 3 14 植村家壷家記（大和高取） 4175-948
147 7 内藤弥三郎 高遠藩 譜代 3.3 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 ― 「取調」べたが、「差出」すべき「書類」はない。 内藤頼直家記　（信濃高遠） 4175-1067

148 7 細川利永 熊本新田
（高瀬）藩 外様 3.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 22

明治3年に「東京移住」を命じられ、11月に上京した際、「旧
記類多分旧藩地ニ預ケ置」いたが、同4年冬、熊本県下高瀬表
の「火薬発火」で「右ノ記録悉皆焼失」した。
明治14年1月の深川常磐町「私邸類焼」で「右上京」時に「藩
地ヨリ持越」した「書記類」は「過般焼失」した。そのため
「右御沙汰」に関する「文書類」はない。

細川利永家記（肥後高瀬） 4175-1090

149 7 永井尚敏 加納藩 譜代 3.2 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 17 永井尚服家記（美濃加納） 4175-1072
150 7 松平乗命 岩村藩 譜代 3万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 4 「右文書類」は「都テ所持」していない。 松平乗命家記（美濃岩村） 4175-1129
151 7 土井利恒 万石 子爵 明治 25 3 14
152 7 九鬼摩爾 三田藩 外様 3.6 万石 子爵 明治 25 3 14 九鬼隆義家記（摂津三田） 4175-994

153 7 永井直諒 高槻藩 譜代 3.6 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 7 「先年廃藩」の際、「大坂府江引次」いだので「所有」していない。 永井直諒家記（摂津高槻） 4175-1071

154 7 鍋島直柔 蓮池藩 外様 5.26 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 18 明治7年、「旧県地住居向き」が火災の際に「焼失散逸」したので「所持」していない。 鍋島直紀家記（肥前蓮池） 4175-1060

155 7 水野忠敬 菊間藩 譜代 5万石 子爵 明治 25 3 14 水野忠敬家記（上総菊間） 4175-1158
156 7 安部信順 半原藩 譜代 2.2 万石 子爵 明治 25 3 14 安部信順家記（三河半原） 4175-907
157 7 松平頼 万石 子爵 明治 25 3 14
158 7 池田徳定 若桜藩 外様 1.5 万石 子爵 明治 25 3 14 池田徳定家記（因幡若桜） 4175-924
159 7 建部秀隆 林田藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 21 「取調」べたが「右書類」はない。 建部政長家譜（播磨林田） 4175-1435
160 7 佐竹義理 岩崎藩 外様 2万石 子爵 明治 25 3 14 佐竹義理家記（羽後岩崎） 4175-1001
161 7 本多忠貫 神戸藩 譜代 1.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 29 「廃藩」の際に「散失」したので、「右書類」はない。 本多忠貫家記（伊勢神戸） 4175-1100
162 7 田村丕顕 一関藩 外様 3万石 子爵 明治 25 3 14 田村崇顕家記（陸奥一関） 4175-1027

163 7 水野忠宝 上総鶴牧藩 譜代 1.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 21 「右等旧記類」は「凡テ維新ノ際、藩地奉還」とともに「当時太政官江差上」げたので、「当今所有」のものはない。 水野忠順家記（上総鶴牧） 4175-1161

164 7 内藤政共 挙母藩 譜代 2万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 19 「取調」べたが「右様之書類」はない。 内藤文成家記（三河挙母） 4175-1068
165 7 京極高厚 豊岡藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 京極高厚家記（但馬豊岡） 4175-989

166 7 増山正治 長島藩 譜代 2万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 1 先代の増山正同の時、「旧藩地ヨリ書類等」を「運搬」した際に「難船沈没」したので「所蔵」していない。 増山正同家記（伊勢長島） 4175-1150

167 7 保科盛之助 飯野藩 譜代 2万石 子爵 明治 25 3 14 保科正益家記（上総飯野） 4175-1110
168 7 堀親篤 飯田藩 外様 1.5 万石 子爵 明治 25 3 14 堀親広家記（信濃飯田） 4175-1107
169 7 池田政保 鴨方藩 外様 2.5 万石 子爵 明治 25 3 14 池田政保家記（備中鴨方） 4175-925

170 7 京極高典 多度津藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 22
明治4年「上京」の際、「拙者荷物積込之汽船」が「遠州御前
崎」で「沈没」して「所持品悉皆流失」した。そのため「右
等旧記ニ関スル文書類」は「所蔵」していない。

京極寿吉家記（讃岐多度津） 4175-987

171 7 鍋島直彬 鹿島藩 外様 2万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 21 「右、御請」する。 鍋島直彬家記（肥前鹿島） 4175-1061
172 7 朽木綱貞 福知山藩 譜代 3.2 万石 子爵 明治 25 3 14 朽木綱鑑家記（丹波福知山） 4175-996
173 7 織田秀実 柳本藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 30 「取調」べたが「右ニ関スル書類」はない。 織田信及家記（大和柳本） 4175-969
174 7 森川恒 生実藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 森川俊方家記（下総生実） 4175-1170
175 7 高木正善 丹南藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 高木正善家記（河内丹南） 4175-1029

176 7 北条氏恭 狭山藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 16 「廃藩置県ノ際、悉皆旧堺県ヘ引継」いだので「右様書類」はない。 北条氏恭家記（河内狭山） 4175-1111

177 7 松平義生 高須藩 家門 3万石 子爵 明治 25 3 14 松平義生家記（美濃高須） 4175-1141
178 7 本多貞吉 山崎藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 5 「取調」べたが「右書類」はない。 本多忠明家記（播磨山崎） 4175-1101
179 7 酒井忠彰 伊勢崎藩 譜代 2万石 子爵 明治 25 3 14 酒井忠彰家記（上野伊勢崎） 4175-1005

180 7 大久保忠順 烏山藩 譜代 3万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 31 「右書類」は「旧藩」が「取扱」い、「廃藩置県之節、引渡」したので、「当時所持」していない。 大久保忠順家記（下野烏山） 4175-963

181 7 伊東長Ａ 岡田藩 外様 1.0343 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 19
「一家古書類」は明治3年中の「旧岡田藩管内出水」時に「悉
皆水入、或ハ散失」したので「一点モ存在」していない。
また、「別段上陳」すべき「記憶」もない。

伊東長Ａ丨家記（備中岡田） 4175-940

182 7 土井忠直 刈谷藩 譜代 2.3 万石 子爵 明治 25 3 14 土井利教家記（三河刈谷） 4175-1054
183 7 酒井忠匡 松嶺藩 譜代 2.25 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 15 「所持」していない。 酒井忠匡家記（羽後松嶺） 4175-1004
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184 7 黒田和志 久留里藩 外様 3万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 5 26 「右文書」は「所蔵」していない。 黒田直養家記（上総久留里） 4175-992
185 7 分部光謙 大溝藩 外様 2万石 子爵 明治 25 3 14 分部光謙家記（近江大溝） 4175-1185
186 7 森長祥 三日月藩 外様 1.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 25 「取調」べたところ、「右ニ係ル書類、一切」ない。 森俊滋家記（播磨三日月） 4175-1169

187 7 木下俊哲 日出藩 外様 2.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 21 明治5年の「火災」にあって「従来之書類、悉皆焼失」したため、提出すべきものはない。 木下俊愿家記（豊後日出） 4175-985

188 7 牧野康強 小諸藩 譜代 1.5 万石 子爵 明治 25 3 14 牧野康民家記（信濃小諸） 4175-1147
189 7 松浦靖 平戸新田藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 松浦脩家記（肥前平戸新田） 4175-1154
190 7 松平直哉 母里藩 家門 1万石 子爵 明治 25 3 14 松平直哉家記（出雲母里） 4175-1142
191 7 田沼望 小久保藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 田沼意斉家記（上総小久保） 4175-900
192 7 阿部正敬 佐貫藩 譜代 1.6 万石 子爵 明治 25 3 14 阿部正恒家記（上総佐貫） 4175-905

193 7 稲垣太祥 山上藩 譜代 1.3043 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 31 明治10年に「火災」で「悉皆焼失」したので、「差出スヘキモノ」はない。 稲垣太清家譜（近江山上） 4175-943

194 7 堀田正養 宮川藩 譜代 1.3 万石 子爵 明治 25 3 14 堀田正養家記（近江宮川） 4175-1095
195 7 津軽承叙 黒石藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 22 「右、秘密ニ属スル文書類」は「所持」していない。 津軽承叙家記（陸奥黒石） 4175-1035
196 7 一柳紹念 小松藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 一柳頼明家記（伊予小松） 4175-1087

197 7 京極高致 峯山藩 外様 1.1144 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 19 「先代所々ヘ移転」の際、「旧記散乱」したため「現今遺存之記録等」はない。 京極高富家記（丹後峯山） 4175-988

198 7 青木信光 麻田藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 青木重義家記（摂津麻田） 4175-916

199 7 織田長純 芝村藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 18
慶応4年2月の「旧陣屋類焼之際焼失」し、明治元年～4年の
「書類」は「廃藩之節、悉皆取紛」れたので「所持」していな
い。

織田長猷家記（大和芝村） 4175-971

200 7 丹羽氏厚 三草藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 25
「拙家当時文書類」があるが、「先代家事紛乱」の際に何か
あったのか「更ニ見当」たらない。発見されたら「早速」差
し出す。

丹羽氏中家記（播磨三草） 4175-1078

201 7 大久保教正 荻野山中藩 譜代 1.3 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 7
「取調」べたところ、「亡父教義」が「旧荻野山中藩知事在職」
の「廃藩置県」の際、「旧県庁ヘ総テ引継」いたので「進達」
すべきものはない。

大久保教義家記（相模荻野山
中） 4175-964

202 7 松平忠恕 小幡藩 譜代 2万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 4
「廃藩」の際に「日記類」は「差出」し、「其余」は「転居」
が「度々」あったので「散逸」した。「故老ノ藩人ハ死去」し
てよくわからず、「先祖ヨリノ系譜」以外は「文書等」はない。

松平忠恕家記（上野小幡） 4175-1135

203 7 水野直 結城藩 譜代 1.8 万石 子爵 明治 25 3 14 水野忠愛家記（下総結城） 4175-1162
204 7 片桐貞健 小泉藩 外様 1.1129 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 18 当家には「前記ノ書類」はない。 片桐貞篤家記（大和小泉） 4175-982
205 7 松平頼孝 石岡藩 家門 2万石 子爵 明治 25 3 14 松平頼策家記（常陸石岡） 4175-1136
206 7 柳生俊郎 柳生藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 22 「取調」べたが「右ニ適当之品」を「所蔵」していない。 柳生俊郎家記（大和柳生） 4175-1176
207 7 土方雄志 菰野藩 外様 1.1 万石 子爵 明治 25 3 14 土方雄志家記（伊勢菰野） 4175-1085
208 7 九鬼隆備 綾部藩 外様 1.95 万石 子爵 明治 25 3 14 九鬼寧隆家記（丹波綾部） 4175-995
209 7 市橋長寿 西大路藩 外様 1.8 万石 子爵 明治 25 3 14 市橋長義家譜（近江西大路） 4175-945

210 7 永井直哉 櫛羅藩
（大和新庄藩）譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 4 「取調」べたが、「該文書類」は「当時秘密ニ関スルモノ共、所持」していない。 永井直哉家記（大和櫛羅） 4175-1073

211 7 小笠原寿長 小倉新田
（千束）藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 20 「当家」においては「該書類」は「一切所持」していない。 小笠原貞規家記（豊前千束） 4175-954

212 7 酒井忠勇 安房勝山藩 譜代 1.2 万石 子爵 明治 25 3 14 酒井忠美家記（安房勝山） 4175-1008
213 7 小笠原貞孚 安志藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 小笠原貞孚家記（播磨安志） 4175-955
214 7 新庄直陳 麻生藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 新庄直正家記（常陸麻生） 4175-1016
215 7 遠山友悌 苗木藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 遠山友禄家記（美濃苗木） 4175-1057

216 7 一柳末徳 小野藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 28 去る明治21年12月に「自宅火災」の際、「書類焼失」したため、提出すべき「書類所蔵」していない。 一柳末徳家記（播磨小野） 4175-1229

217 7 池田政礼 生坂藩 外様 1.5 万石 子爵 明治 25 3 14 池田政礼家記（備中生坂） 4175-921
218 7 小笠原長育 越前勝山藩 譜代 2.27 万石 子爵 明治 25 3 14 小笠原長守家記（越前勝山） 4175-953

219 7 堀田正頌 佐野藩 譜代 1.6 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 26
明治2年の「三番町旧邸火災」で「右書類焼失」し、「残余ハ
廃藩置県」の際、「栃木県ヘ悉皆引継」いだため、「右書類」
は「存在」していない。

堀田正頌家記（下野佐野） 4175-1094

220 7 山内豊誠 高知新田藩 外様 1.3 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 8
「当家」は明治5年2月26日に「火災」があり、「鍛冶橋御門内
旧賜邸」に「現存之書類」は「悉皆焼失」したので、「差出」
すべき「書類」はない。

山内豊誠家記（土佐高知新田）4175-1171

221 7 渡辺章綱 伯太藩 譜代 1.352 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 29 「取調」べたが「別段」提出すべき「書類」はない。 渡辺章綱家記（和泉伯太） 4175-1186
222 7 関博直 新見藩 譜代 1.8 万石 子爵 明治 25 3 14 関長克家譜（備中新見） 4175-1019
223 7 戸田氏良 野村藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 戸田氏良家記（美濃野村） 4175-1047

224 7 山口弘達 牛久藩 譜代 1.0017 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 18 「取調」べたところ、「廃藩」の際に「散失」し、「差出」すべき「書類」はない。 山口弘達家記（常陸牛久） 4175-1179

225 7 谷益道 山家藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 ― 明治3年11月19日に「旧藩庁焼失」し、「都テ文庫共悉皆焼失」
したので、「旧書類等、一切」ない。 谷衛友家譜（丹波山家） 4175-1436

226 7 有馬頼之 吹上藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 有馬氏弘家記（下野吹上） 4175-904

227 7 松平直静 糸魚川（清崎）
藩 家門 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 18 「右文書類」は「所持」していない。 松平直静家記（越後清崎） 4175-1137

228 7 本多忠鵬 西端藩 譜代 1.05 万石 子爵 明治 25 3 14 本多忠鵬家記（三河西端） 4175-1103

229 7 米津政敏 龍ヶ崎藩（長
瀞・大網） 譜代 1.1 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 19 米津政敏家記（出羽長瀞） 4175-1180

230 7 本荘寿巨 高富藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 本庄道美家記（美濃高冨） 4175-1105

231 7 米倉昌言 六浦藩（武蔵
金沢藩） 譜代 1.2 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 1 「右書類」は「所持」していない。 米倉昌言家記（武蔵六浦） 4175-1181

232 7 柳沢徳忠 三日市藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 22 「当今右等ノ書類」は「一切所持」していない。 柳沢徳忠家記（越後三日市） 4175-1174
233 7 久松勝慈 多古藩 譜代 1.2 万石 子爵 明治 25 3 14 久松勝慈家記（下総多古） 4175-1084
234 7 奥田直紹 椎谷藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 堀之美家記（越後椎谷） 4175-1109
235 7 足利於兎丸 喜連川藩 外様 0.5 万石 子爵 明治 25 3 14 足利聡氏家記（下野喜連川） 4175-917
236 7 内藤政潔 湯長谷藩 譜代 1.5 万石 子爵 明治 25 3 14 内藤政憲家記（陸奥湯長谷） 4175-1070

237 7 三宅康寧 田原藩 譜代 1.2072 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 21 「右書類」は「廃藩」の際に「不残取捨」して「当今所持」していない。だから「差出」すべき「書類」はない。 三宅康保家記（三河田原） 4175-1156

238 7 内藤正愨 岩村田藩 譜代 1.5 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 19 「右ニ関スル文書類」は「所持」していない。 内藤正誠家記（信濃岩村田） 4175-1069
239 7 蒔田広孝 浅尾藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 7 「取調」べたが、「進達」すべき「書類」はない。 蒔田広孝家記（備中浅尾） 4175-1143

240 7 細川興貫 谷田部藩 外様 1.6319 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 26
「取調」べたが「旧記」はない。さらに「旧藩地」へ調査さ
せたが、「是亦国事并時勢ニ関スル旧記」はなかったと報告が
あった。

細川興貫家記（常陸谷田部） 4175-1092

241 7 井上正順 高岡藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 4 「取調」べたが、「該文書類」は「当時秘密ニ関スルモノ共、所持」していない。 井上正順家記（下総高岡） 4175-937

242 7 上杉勝賢 米沢新田藩 外様 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 16
「当家」は「元来領地」もなく、「総而本家之仕賄ヲ受」けて
おり、「政務」も「別ニ独立施行」していない。だから「当時
国事時勢ニ関スル書類」もない。

上杉亨家記（米沢新田） 4175-947

243 7 瀧脇信広 小島藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 瀧脇正勝家譜（駿河小島） 4175-1434
244 7 大岡忠明 西大平藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 18 「別段之書類」はない。 大岡忠敬家譜（三河西大平） 4175-973
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245 7 牧野忠良 三根山藩 譜代 1.1 万石 子爵 明治 25 3 14 牧野忠泰家記（越後三根山） 4175-1148
246 7 本多忠彦 泉藩 譜代 1.8 万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 4 5 「取調」べたが「右書類」はない。 本多忠伸家記（磐城泉） 4175-1102
247 7 柳沢光邦 黒川藩 譜代 1万石 子爵 明治 25 3 14 明治 25 3 18 「現今所蔵書類中」、「関係之文書、一切所持」していない。 柳沢光邦家記（越後黒川） 4175-1175
248 7 戸田忠行 足利藩 譜代 1.1 万石 子爵 明治 25 3 14 戸田忠行家記（下野足利） 4175-1049
249 7 松平頼安 宍戸藩 家門 1万石 子爵 明治 25 3 14 松平頼位家記（常陸宍戸） 4175-1134
250 7 中山信実 松岡藩 譜代 3.5 万石 男爵 明治 25 3 14 中山信実家記（常陸松岡） 4175-1076
251 7 平野長祥 田原本藩 譜代 1万石 男爵 明治 25 3 14 平野長祥家記（大和田原本） 4175-1088

252 7 安藤直行 （紀伊）田辺
藩 譜代 3.88 万石 男爵 明治 25 3 14 明治 25 4 4 「弊家」にはない。 安藤直行家記（紀伊田辺） 4175-912

253 7 竹越正巳 今尾藩 譜代 3.8 万石 男爵 明治 25 3 14 竹腰正旧家譜（美濃今尾） 4175-1028
254 7 山﨑治敏 成羽藩 譜代 1.2746 万石 男爵 明治 25 3 14 山崎治敏家記（備中成羽） 4175-1177
255 7 池田徳潤 福本藩 譜代 1.0573 万石 男爵 明治 25 3 14 池田徳潤家記（播磨福本） 4175-926

256 7 本堂親久 志筑藩 譜代 1.011 万石 男爵 明治 25 3 14 明治 25 5 27

「右書類」は「別段」ない。「記録物」は全て「旧県」常陸国
新治郡志筑村に「預ヶ置」いているので、「当時ノ日記中」に
は「挿録」してあるかもしれないので「早速調査」して「逓
送」を命じた。しかし「錯乱擾雑之甚敷」、紛失したのか「前
顕必要ノ年限中、一円」見当たらないと連絡があった。

本堂親久家記（常陸志筑） 4175-1112

257 8 徳川篤守 清水徳川家 三卿 10 万石 伯爵 明治 26 12 19 「右等」の「書類」は「所持」していない。 清水篤守家記（清水徳川家） 4175-1015
258 8 織田信親 柏原藩 外様 2万石 子爵 明治 26 12 19 織田信親家記（丹波柏原） 4175-970

259 8 前田利昭 七日市藩 外様 1万石 子爵 明治 26 12 19 明治 26 12 19 「弊家」は「廃藩」の際、「種々留記類散乱」したため「差出兼」ねる。 前田利昭家記（上野七日市） 4175-1114

260 8 松井康義 棚倉藩（川越
藩） 譜代 8.04 万石 子爵 明治 26 12 19 明治 26 12 22

早速「取調」べたが、「従来持伝」の「記録」や「当時ノ文書
類」は「安政年間震風ノ災害」で「焼失」した。またその後
「転封移住」の際に「紛擾」し、現在「右等ノ文書類」は「所
持」していない。

松井康英家記（武蔵川越） 4175-1151

261 8 松平親信 杵築藩 譜代 3.2 万石 子爵 明治 26 12 19 松平親貴家記（豊後杵築） 4175-1132
262 8 林忠弘 請西藩 譜代 1万石 男爵 明治 27 1 10 林忠弘家記（上総請西） 4175-1081
①庶務課・内事課「明治12～23年　殉難者及旧藩事蹟取調録」（宮内庁書陵部宮内公文書館所蔵。識別番号531）明治22年第1号文書、明治23年第2号文書。内事課「明治24年　殉難者及旧藩事蹟取
調録」（同左。識別番号532）第3号文書、第5号文書、第6号文書。内事課「明治25年　殉難者及旧藩事蹟取調録」（同左。識別番号533）第3号文書。内事課「明治26～43年　殉難者及旧藩事蹟取
調録（同左。識別番号534）明治26年第3号文書、明治27年第1号文書より作成。

②石高のうち、（　）は戊辰戦争処分後の石高である。
③表中、会津松平家（№3）のみは【表①】№5と重複記載している。


